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一
五

東
晉
の
貴
族
制
と
五
等
爵

渡
邉
義
浩

は
じ
め
に

　
宮
崎
市
定
は
、『
九
品
官
人
法
の
硏
究
』
に
お
い
て
、
東
晉
か
ら
梁
ま
で
は
典

型
的
な
貴
族
制
の
時
代
で
あ
り
、
尙
書
省
に
保
管
さ
れ
る
百
官
の
履
歷
や
諸
氏
族

の
系
譜
に
よ
り
、
任
子
制
的
原
理
と
は
異
質
の
門
地
二
品
・
寒
士
・
寒
門
な
ど
の

家
格
が
決
定
さ
れ
、
お
お
む
ね
家
格
に
基
づ
い
た
官
僚
の
任
用
が
さ
れ
た
、
と
主

張
し
た（

（
（

。
こ
れ
を
批
判
す
る
川
合
安
は
、
宮
崎
が
論
據
と
し
た
門
地
二
品
、
姓
譜

の
盛
行
、
沈
約
ら
に
よ
る
門
閥
批
判
論
を
檢
討
し
て
、
一
種
の
任
子
制
を
基
軸
と

し
た
任
官
の
堆
積
の
結
果
と
し
て
、
累
代
高
官
を
輩
出
す
る
家
格
が
形
成
さ
れ
、

門
閥
貴
族
社
會
と
も
稱
し
得
る
よ
う
な
家
柄
重
視
の
風
潮
が
出
現
し
た
こ
と
ま
で

は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
結
果
で
あ
り
、
家
格
に
よ
り
自
動
的
に

官
職
を
獲
得
し
得
る
よ
う
な
體
制
は
、
最
後
ま
で
で
き
な
か
っ
た
、
と
す
る（

（
（

。

　
こ
の
よ
う
に
日
本
で
は
、「
貴
族
」
と
い
う
時
代
を
畫
す
る
に
足
る
支
配
者
層

が
、
魏
晉
南
北
朝
、
さ
ら
に
は
隋
唐
に
及
び
社
會
を
支
配
し
た
、
と
い
う
分
析
の

視
座
が
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、
中
國
で
は
、
魏
晉
南
北
朝
は
封
建
制
の
時
代
と

把
握
さ
れ
、
貴
族
が
地
主
、
國
家
が
地
主
の
政
治
權
力
で
あ
る
こ
と
は
多
く
自
明

と
さ
れ
る（

（
（

。
そ
の
う
え
で
、
東
晉
か
ら
門
閥
社
會
が
成
立
し
た
、
と
主
張
し
て
、

日
本
で
い
う
貴
族
を
門
閥
と
い
う
槪
念
で
表
現
し
て
い
る（

（
（

。

　
こ
う
し
た
硏
究
狀
況
の
中
で
、
渡
邉
は
、
西
晉
と
い
う
國
家
に
限
定
し
て
、
國

家
的
身
分
制
と
し
て
の
貴
族
制
と
社
會
的
存
在
で
あ
る
貴
族
と
を
切
り
分
け
て
考

察
し
、
一
に
略
述
す
る
よ
う
に
、
曹
魏
末
期
の
五
等
爵
制
の
施
行
を
契
機
に
、
西

晉
「
儒
敎
國
家
」
に
お
い
て
國
家
的
身
分
制
と
し
て
の
貴
族
制
が
成
立
し
た
、
と

主
張
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
方
法
論
か
ら
捉
え
た
場
合
、
貴
族
制
と
貴
族
は
、
西

晉
と
東
晉
、
さ
ら
に
劉
宋
・
南
齊
・
梁
・
陳
や
北
朝
で
は
、
そ
の
あ
り
方
を
そ
れ

ぞ
れ
異
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
國
家
ご
と
の
貴
族
制
と
貴
族
の
特

徵
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
東
晉
は
、
西
晉
「
儒
敎
國
家
」
を
繼
承
し
て

五
等
爵
制
を
展
開
し
て
い
く
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
東
晉
に
お
け
る
貴
族
制
と
貴
族

の
あ
り
方
を
西
晉
と
比
較
し
な
が
ら
、
五
等
爵
制
を
中
心
に
追
究
す
る
も
の
で
あ

る
。

一
、
五
等
爵
の
展
開

　
曹
魏
末
の
咸
熙
元
（
二
六
四
）
年
、
司
馬
昭
は
、
蜀
漢
を
滅
ぼ
し
た
功
績
に
よ

り
晉
王
と
な
り
、
翌
年
に
成
立
す
る
西
晉
「
儒
敎
國
家
」
の
禮
儀
・
法
律
・
官
制

を
整
え
る
と
共
に
、
次
の
よ
う
に
五
等
爵
制
を
皇
帝
の
曹
奐
に
施
行
さ
せ
た
。
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一
六

（
咸
熙
元
年
）
秋
七
⺼
、（
文
）
帝
　

奏
す
ら
く
、「
司
空
の
荀
顗
も
て
禮
儀
を

定
め
、
中
護
軍
の
賈
充
も
て
法
律
を
正
し
、
尙
書
僕
射
の
裴
秀
も
て
官
制
を

議
し
、
太
保
の
鄭
沖
も
て
總
べ
て
焉
を
裁
せ
し
め
ん
」
と
。
始
め
て
五
等
爵

を
建
つ（

（
（

。

　
五
等
爵
の
賜
與
對
象
は
、『
晉
書
』
卷
三
十
五
　

裴
秀
傳
に
、「（
裴
）
秀
　

五
等

の
爵
を
議
す
る
に
、
騎
督
よ
り
已
上
六
百
餘
人
　

皆
　

封
ぜ
ら
る
（〈
裴
〉
秀
議
五
等

之
爵
、
自
騎
督
已
上
六
百
餘
人
皆
封
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
騎
督
以
上
の
六
百
餘
人
で

あ
る
。
五
等
爵
の
賜
與
に
騎
督
と
い
う
武
官
を
基
準
と
し
た
の
は
、
そ
こ
に
蜀
漢

征
討
へ
の
論
功
行
賞
と
い
う
性
質
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
騎
督
は
、
魏
晉
と

も
に
五
品
官
で
あ
り
、
周
制
で
は
大
夫
に
あ
た
る
。
司
馬
昭
は
、
國
家
權
力
を
分

權
化
す
る
た
め
に
五
等
爵
と
い
う
封
建
制
を
施
行
し
た
の
で
は
な
く
、
五
品
官
以

上
の
者
六
百
餘
人
に
周
の
卿
・
大
夫
に
擬
え
て
五
等
爵
を
賜
與
し
て
、
新
た
な
爵

制
的
秩
序
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。

　
西
晉
は
、
漢
魏
の
太
學
に
加
え
て
國
子
學
を
設
置
し
た
が
、
そ
こ
に
は
五
品
官

以
上
の
子
弟
の
み
が
入
學
を
許
可
さ
れ
た
。
國
子
學
と
太
學
の
入
學
者
の
違
い
は
、

「
士
庶
」「
貴
賤
」
と
認
識
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
司
馬
昭
は
、
君
主
權
力
で
あ
る
司
馬
氏

と
の
近
接
性
や
功
績
に
よ
っ
て
、
公
―
侯
―
伯
―
子
―
男
と
い
う
階
層
に
分
け
て

賜
爵
を
し
た
。
階
層
制
を
持
つ
爵
制
的
秩
序
に
よ
り
、
貴
族
で
あ
る
こ
と
、
お
よ

び
貴
族
と
皇
帝
權
力
と
の
緊
密
性
を
國
家
的
身
分
制
の
中
に
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
爵
制
的
秩
序
に
よ
り
貴
族
を
序
列
化
し
た
五
等
爵
制
は
、
こ
れ
ま

で
貴
族
制
を
形
成
す
る
最
も
大
き
な
要
因
と
さ
れ
て
き
た
九
品
中
正
制
度
と
、
ど

の
よ
う
な
關
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
通
典
』
は
、
晉
の
官
品
と
官
位
・
爵

位
と
の
關
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

晉
の
官
品
。
第
一
品
は
、
公
、
諸
位
の
公
に
從
ふ
も
の
、
開
國
の
郡
公
・
縣

公
の
爵
な
り
。
第
二
品
は
、
特
進
、
驃
騎
・
車
騎
・
衞
將
軍
、
諸
〻
の
大
將

軍
、
諸
〻
の
持
節
都
督
、
開
國
の
侯
・
伯
・
子
・
男
の
爵
な
り（

（
（

。

　
こ
こ
で
は
、
晉
代
の
開
國
の
五
等
爵
は
、
郡
公
・
縣
公
は
第
一
品
、
侯
・
伯
・

子
・
男
は
第
二
品
の
官
品
に
該
當
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
㊟
（
1
）
所
揭
宮
崎
著

書
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
九
品
中
正
制
度
で
は
、
官
品
か
ら
原
則
と
し
て
四

等
下
が
っ
た
鄕
品
よ
り
起
家
す
る
。
司
馬
昭
に
よ
っ
て
五
等
爵
を
賜
爵
さ
れ
た
者

は
、
六
百
人
餘
に
の
ぼ
る
。『
通
典
』
卷
三
十
七
　

職
官
十
八
に
よ
れ
ば
、
晉
の
內

外
文
武
官
は
、
六
千
八
百
三
十
六
人
で
あ
る
と
い
う
か
ら
、
受
爵
者
六
百
人
餘
は

約
一
割
に
及
ぶ
。
そ
れ
が
こ
ぞ
っ
て
、
一
品
・
二
品
の
官
品
に
相
當
す
る
爵
位
を

持
ち
、
五
～
七
品
起
家
を
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
「
上
品
に
寒
門
無
し
」

の
狀
況
が
生
じ
よ
う
。
し
か
も
、
官
位
は
そ
の
ま
ま
で
は
世
襲
で
き
な
い
が
、
爵

位
は
世
襲
が
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
て
西
晉
で
は
、
五
等
爵
の
賜
爵
に
よ
り
、
君

主
權
力
が
形
成
し
た
爵
制
的
秩
序
に
基
づ
く
國
家
的
身
分
制
は
、
州
大
中
正
の
制

と
相
俟
っ
て
、
世
襲
性
を
帶
び
た
官
僚
制
度
の
運
用
と
い
う
中
國
貴
族
制
の
屬
性

の
一
つ
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
州
大
中
正
の
制
だ
け
で
は
、
鄕
品
を
中
正
官
が
決
定
で
き
、
皇
帝
は
そ
れ
に
介

入
し
難
い
た
め
、
貴
族
の
自
律
性
に
基
づ
き
、
貴
族
の
理
想
と
す
る
「
貴
族
制
」

を
形
成
で
き
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、
賜
爵
は
皇
帝
の
專
權
事
項
で
あ
る
た
め
、
皇

帝
の
秩
序
に
基
づ
き
國
家
的
身
分
制
と
し
て
貴
族
制
を
形
成
で
き
る
。
同
時
に
司

馬
氏
は
、
五
等
爵
を
超
え
た
天
子
と
し
て
正
統
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
貴
族
は
、

文
化
的
諸
價
値
の
專
㊒
を
存
立
基
盤
と
す
る
社
會
的
身
分
で
あ
り
、
皇
帝
權
力
か

ら
の
自
律
性
を
持
つ
が（

（
（

、
世
襲
的
に
高
官
を
獨
占
す
る
と
い
う
屬
性
に
代
表
さ
れ

る
貴
族
制
は
、
西
晉
の
皇
帝
で
あ
る
司
馬
氏
に
よ
る
五
等
爵
の
賜
與
が
、
州
大
中

正
の
制
と
相
俟
っ
て
國
家
的
身
分
制
と
し
て
創
り
出
し
た
も
の
な
の
で
あ
る（

（
（

。

　
し
か
し
、
西
晉
末
期
、
惠
帝
の
不
慧
を
原
因
に
起
こ
っ
た
八
王
の
亂
、
匈
奴
の

侵
入
に
よ
り
西
晉
が
滅
亡
す
る
永
嘉
の
亂
の
中
で
、
懷
帝
期
（
光
熙
元
～
永
嘉
五



東
晉
の
貴
族
制
と
五
等
爵

一
七

〈
三
〇
六
～
三
一
一
〉
年
）、
愍
帝
期
（
建
興
元
～
建
興
四
〈
三
一
三
～
三
一
六
〉
年
）
に

は
、
五
等
爵
が
濫
授
さ
れ
た
。
袴
田
郁
一
に
よ
れ
ば
、
現
在
明
ら
か
な
惠
帝
期
以

降
の
西
晉
の
賜
爵
事
例
は
八
十
一
例
で
あ
る
が
、
そ
の
半
數
を
超
え
る
四
十
九
例

が
公
爵
で
あ
る
、
と
い
う（

（1
（

。
こ
れ
ほ
ど
の
濫
授
を
す
れ
ば
、
五
等
爵
に
よ
り
司
馬

氏
の
爵
制
的
秩
序
を
表
現
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　
こ
の
た
め
、
㊟
（
10
）
所
揭
袴
田
論
文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
東
晉
は
、
西
晉

末
期
の
五
等
爵
濫
授
を
帳
消
し
に
し
て
、
東
晉
と
し
て
の
新
た
な
爵
制
的
秩
序
の

構
築
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、『
晉
書
』
卷
四
十
四
　

華
表
傳
附
華
恆
傳
に
殘

る
次
の
よ
う
な
記
述
に
明
ら
か
で
あ
る
。

愍
帝
　

卽
位
す
る
や
、（
華
）
恆
を
以
て
尙
書
と
爲
し
、
爵
を
苑
陵
縣
公
に
進

む
。
…
…
成
帝
　

卽
位
す
る
や
、
散
騎
常
侍
を
加
へ
、
國
子
祭
酒
を
領
せ
し

む
。
咸
和
の
初
め
、
愍
帝
の
時
の
賜
爵
・
進
封
を
以
て
一
に
皆
　

削
除
す
。

恆
　

更
め
て
王
敦
を
討
つ
の
功
を
以
て
、
苑
陵
縣
侯
に
封
ぜ
ら
れ
、
復
た
太

常
を
領
す（

（1
（

。

　
華
恆
は
、
建
興
元
（
三
一
三
）
年
に
愍
帝
か
ら
苑
陵
縣
公
に
封
建
さ
れ
て
い
た

が
、
咸
和
年
間
（
三
二
六
～
三
三
四
年
）
の
初
め
、
王
敦
討
伐
（
太
寧
三
〈
三
二
五
〉

年
）
の
功
績
に
よ
っ
て
、
改
め
て
苑
陵
縣
侯
に
封
建
さ
れ
て
い
る
。
爵
位
が
縣
公

か
ら
縣
侯
へ
と
下
落
し
た
の
は
、「
愍
帝
の
時
の
賜
爵
・
進
封
」
を
す
べ
て
削
除

し
た
こ
と
に
よ
る
。
同
樣
に
荀
崧
も
、
愍
帝
期
に
は
曲
陵
公
に
進
爵
し
て
い
た
が
、

王
敦
討
伐
の
功
績
に
よ
っ
て
、
改
め
て
平
樂
伯
に
封
建
さ
れ
て
お
り
、
爵
位
が
下

落
し
て
い
る
（『
晉
書
』
卷
七
十
五
　

荀
崧
傳
）。
こ
の
よ
う
に
東
晉
は
、
西
晉
末
期

の
五
等
爵
の
濫
授
を
帳
消
し
に
し
て
、
東
晉
と
し
て
の
新
た
な
爵
制
的
秩
序
の
構

築
を
目
指
し
た
と
考
え
て
よ
い
。
そ
れ
で
は
、
五
等
爵
賜
與
の
名
目
的
で
は
な
く

實
質
的
な
主
體
は
、
皇
帝
の
司
馬
氏
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
王
敦
が
反
亂
中
に
死
去
し
た
の
は
、
對
立
し
て
い
た
明
帝
よ
り
早
く
、
太
寧
二

（
三
二
四
）
年
七
⺼
で
あ
る
が
、
明
帝
も
ま
た
太
寧
三
（
三
二
五
）
年
閏
八
⺼
に
崩

御
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
華
恆
傳
に
明
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
愍
帝
の
時
の
賜

爵
・
進
封
を
削
除
し
た
の
は
、
成
帝
司
馬
衍
の
時
で
あ
る
。
た
だ
し
、
成
帝
は
卽

位
時
に
五
歲
で
あ
り
、
生
母
の
庾
文
君
が
臨
朝
稱
制
し
、
司
徒
の
王
導
と
中
書
令

の
庾
亮
が
輔
政
し
て
い
た
。
史
料
に
は
明
記
さ
れ
な
い
が
、
當
時
は
王
導
を
も
凌

ぐ
權
力
を
持
っ
た
庾
亮
を
中
心
に（

（1
（

、
爵
制
的
秩
序
の
再
編
が
試
み
ら
れ
た
と
考
え

て
よ
い
。
東
晉
で
も
、
西
晉
と
同
樣
に
五
等
爵
制
に
よ
る
爵
制
的
秩
序
の
構
築
が

目
指
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
そ
れ
を
主
導
し
た
の
は
皇
帝
で
は
な
い
。

　
そ
れ
で
は
、
東
晉
時
代
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
國
家
的
身
分
制
で
あ
る
貴
族
制

は
、
皇
帝
以
外
の
手
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
東
晉
の
前
期
よ
り

檢
討
し
よ
う
。

二
、
賜
爵
の
主
體

　
東
晉
に
お
け
る
五
等
爵
制
に
よ
る
爵
制
的
秩
序
の
最
大
の
特
徵
は
、
舊
吳
に
仕

え
て
い
た
臣
下
に
、
五
等
爵
が
賜
與
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
東
晉
が
建
國
さ
れ
た

建
武
元
（
三
一
七
）
年
よ
り
、
王
導
が
死
去
す
る
咸
康
五
（
三
三
九
）
年
ま
で
に
、

三
國
吳
に
仕
え
て
い
た
臣
下
の
子
孫
た
ち
で
賜
爵
さ
れ
た
者
と
し
て
は
、
陸
曄

〔
江
陵
公
・
吳
郡
吳
〕・
陸
玩
〔
興
平
伯
、
吳
郡
吳
〕・
陸
嘏
〔
新
康
子
、
吳
郡

吳
〕・
顧
榮
〔（
追
）
嘉
興
開
國
公
、
吳
郡
吳
〕・
顧
衆
〔
鄱
陽
縣
伯
、
吳
郡
吳
〕・

張
鎭
〔
興
衟
縣
侯
、
吳
郡
吳
〕・
虞
潭
〔
零
陵
縣
侯
、
會
稽
餘
姚
〕・
虞
預
〔
平
康

縣
侯
、
會
稽
餘
姚
〕・
丁
潭
〔
永
安
伯
、
會
稽
山
陰
〕・
陶
侃
〔
長
沙
郡
公
、
廬
江

尋
陽
〕・
周
玘
〔
烏
程
公
、
義
興
陽
羡
〕・
張
闓
〔
宜
陽
伯
、
丹
楊
〕・
陶
囘
〔
康

樂
伯
、
丹
楊
秣
陵
〕・
紀
瞻
〔
臨
湘
縣
侯
、
丹
楊
秣
陵
〕・
諸
葛
恢
〔
建
安
伯
、
琅

邪
陽
都
〕・
滕
含
〔
夏
陽
縣
開
國
侯
、
南
陽
西
鄂
〕・
周
訪
〔
尋
陽
縣
侯
、
汝
南
安

城
〕・
周
光
〔
曲
江
男
、
汝
南
安
城
〕
の
十
八
名
の
事
例
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
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中
國
學
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一
八

る
（〔
　
〕
は
〔
爵
位
と
本
貫
〕。
㊟
（
10
）
所
揭
袴
田
論
文
に
基
づ
く
）。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
皇
帝
で
あ
る
元
帝
司
馬
叡
が
積
極
的
に
主
導
し
た
も
の
と

は
考
え
難
い
。
元
帝
は
、
江
南
の
統
治
に
際
し
て
、
法
刑
を
尊
重
す
る
「
猛
」
政

に
よ
り
臨
ん
で
い
た
た
め
で
あ
る
。

時
に
（
元
）
帝
　

刑
法
に
任
ず
る
に
方む
か

ひ
、
韓
子
を
以
て
皇
太
子
に
賜
ふ
。

（
庾
）
亮
　

諫
め
て
以い

へ
ら
く
、
申
・
韓
　

刻
薄
に
し
て
化
を
傷
へ
ば
、
聖
心

に
留
む
る
に
足
ら
ず
と
。
太
子
　

甚
だ
焉
を
納
る（
（1
（

。

　
こ
の
よ
う
に
元
帝
は
、
庾
亮
す
ら
止
め
る
ほ
ど
法
刑
に
傾
斜
し
た
「
猛
」
政
を

江
南
で
推
進
し
て
い
た
。
庾
亮
も
や
が
て
、
成
帝
の
外
戚
と
し
て
「
猛
」
政
に
よ

り
皇
帝
權
力
の
强
化
を
目
指
し
、
蘇
峻
に
反
亂
を
起
こ
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
中
、

華
北
か
ら
流
入
し
た
北
人
と
舊
吳
の
臣
下
の
流
れ
を
汲
む
南
人
と
の
對
立
（
南
北

問
題
）
を
解
決
し
て
、
南
人
の
厚
遇
を
實
現
さ
せ
た
者
が
王
導
で
あ
る
。

　
王
導
は
元
帝
の
も
と
、
揚
州
刺
史
・
監
江
東
諸
軍
事
と
し
て
、
本
格
的
に
揚
州

支
配
に
乘
り
出
す
際
、
南
人
を
代
表
す
る
顧
和
に
、「
寬
」
治
の
推
進
を
次
の
よ

う
に
依
賴
さ
れ
た
と
い
う
。

王
丞
相
　

揚
州
と
爲
り
、
八
の
部
從
事
を
遣
は
し
て
職
に
之ゆ

か
し
む
。
顧
和
　

時
に
下
傳
と
爲
り
、
還
り
て
時
を
同
じ
く
し
て
俱
に
見
ゆ
。
諸
從
事
　

各
〻

二
千
石
・
官
長
の
得
失
を
奏
す
。
和
に
至
り
て
獨
り
言
無
し
。
王
　

顧
に
問

ひ
て
曰
く
、「
卿
　

何
の
聞
く
所
ぞ
」
と
。
答
へ
て
曰
く
、「
明
公
　

輔
と
作
り
、

寧
ろ
網
を
し
て
吞
舟
を
漏
せ
し
む
る
も
、
何
ぞ
緣
り
て
風
聞
を
採
聽
し
て
、

以
て
察
察
の
政
を
爲
さ
ん
」
と
。
丞
相
　

咨
嗟
し
て
佳よ

し
と
稱
す
。
諸
從
事
　

自
ら
視
て
缺
然
な
り（
（1
（

。

　
部
郡
國
從
事
史
（
部
從
事
）
は
、
州
に
屬
す
る
郡
國
の
非
法
を
擧
げ
る
監
察
官

で
あ
る
。
顧
和
が
そ
の
派
遣
を
批
判
す
る
「
察
察
の
政
」
の
典
據
は
、『
老
子
』

第
五
十
八
章
で
あ
る
。
王
弼
の
㊟
に
は
、「
刑
名
を
立
て
、
賞
罰
を
明
ら
か
に
し

て
、
以
て
姦
僞
を
檢
す
。
故
に
察
察
と
曰
ふ
な
り
（
立
刑
名
、
明
賞
罰
、
以
檢
姦
僞
。

故
曰
察
察
也
）」
と
あ
り
、「
察
察
の
政
」
と
は
「
猛
」
政
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う

し
た
「
猛
」
政
よ
り
も
、『
史
記
』
卷
一
百
二
十
二
　

酷
吏
列
傳
序
を
典
據
と
す
る

「
網
を
し
て
吞
舟
を
漏
せ
し
む
る
」
政
事
、『
史
記
正
義
』
に
よ
れ
ば
、「
法
令
」

が
「
疏
」
と
な
る
、
す
な
わ
ち
「
寬
」
治
を
顧
和
は
王
導
に
求
め
た
。
王
導
の
江

南
へ
の
「
寬
」
治
は
、
南
人
の
顧
和
の
思
い
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
司
馬
睿
の
江
南
支
配
が
、
顧
和
の
族
叔
で
あ
る
顧
榮
た
ち
に
支
え
ら
れ
て
い

た
こ
と
を
要
因
と
す
る
。

　
東
晉
の
建
國
時
、
王
導
は
次
の
よ
う
に
舊
吳
の
臣
下
の
重
用
を
勸
め
て
い
る
。

（
王
）
導
　

因
り
て
計
を
進
め
て
曰
く
、「
古
の
王
者
、
故
老
に
賓
禮
し
、
①

風

俗
を
存
問
し
、
己
を
虛
く
し
心
を
傾
け
て
、
以
て
俊
乂
を
招
か
ざ
る
は
莫
し
。

況
ん
や
天
下
　

喪
亂
し
て
、
九
州
　

分
裂
し
、
大
業
　

草
創
に
し
て
、
人
を
得

る
に
急
な
る
者
を
や
。
②

顧
榮
・
賀
循
は
、
此
の
土
の
望
な
れ
ば
、
未
だ
之

を
引
き
て
以
て
人
心
を
結
ぶ
に
若
か
ず
。
二
子
　

既
に
至
ら
ば
、
則
ち
來
た

ら
ざ
る
も
の
無
し
」
と
。（
元
）
帝
　

乃
ち
導
を
し
て
躬
ら
循
・
榮
の
二
人
に

造い
た

ら
し
め
、
皆
　

命
に
應
じ
て
至
る
。
是
れ
由
り
吳
・
會
　

風
　

靡
く
が
ご
と

く
、
百
姓
　

心
を
歸
す
。
此
れ
よ
り
の
後
、
漸
く
相
　

崇
奉
し
、
君
臣
の
禮
　

始
め
て
定
ま
る（
（1
（

。

　
王
導
は
司
馬
睿
に
、
江
南
を
支
配
す
る
要
と
し
て
②
吳
郡
の
顧
榮
、
會
稽
郡
の

賀
循
の
二
人
を
招
く
こ
と
を
獻
策
し
、
自
ら
二
人
を
訪
れ
て
司
馬
睿
政
權
に
加
入

さ
せ
て
い
る
。
王
導
が
舊
吳
の
臣
下
を
迎
え
る
こ
と
に
よ
り
、
東
晉
は
建
國
の
基

礎
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
と
え
ば
、
葛
洪
が
『
抱
朴
子
』
外
篇
を
著
し
た

の
は
、
王
導
が
江
南
の
人
々
を
登
用
す
る
前
提
と
し
て
揭
げ
た
①
「
風
俗
を
存

問
」
し
た
こ
と
に
應
え
る
も
の
で
あ
っ
た（

（1
（

。

　
も
ち
ろ
ん
、
江
南
の
舊
吳
の
臣
下
を
東
晉
の
貴
族
と
し
て
迎
え
入
れ
る
こ
と
は



東
晉
の
貴
族
制
と
五
等
爵

一
九

容
易
で
は
な
か
っ
た
。「
吳
の
四
姓
」
を
代
表
す
る
「
吳
郡
の
陸
氏
」
と
王
導
と

の
關
係
よ
り
、
そ
れ
を
檢
討
し
よ
う
。

　「
吳
郡
の
陸
氏
」
は
、
孫
吳
を
支
え
た
陸
遜
・
陸
抗
父
子（

（1
（

、
西
晉
の
文
學
者
で

あ
る
陸
機
・
陸
雲
兄
弟
を
輩
出
し
た
吳
郡
屈
指
の
名
家
で
あ
る
。
八
王
の
亂
の
と

き
、
陸
機
を
後
將
軍
・
河
北
大
都
督
に
拔
擢
し
た
成
都
王
穎
は
、
長
沙
王
乂
へ
の

討
伐
軍
を
指
揮
さ
せ
る
際
、
陸
機
に
「
若
し
功
　

成
り
　

事
　

定
ま
ら
ば
、
當
に
爵

は
郡
公
と
爲
し
、
位
は
臺
司
を
以
て
す
べ
し
（
若
功
成
事
定
、
當
爵
爲
郡
公
、
位
以

臺
司
）」（『
晉
書
』
卷
五
十
四
　

陸
機
傳
）
と
言
っ
て
送
り
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、

中
原
出
身
の
盧
志
は
、
こ
れ
を
嫌
っ
て
讒
言
し
、
の
ち
に
陸
機
が
誅
殺
さ
れ
る
原

因
を
作
り
出
す（

（1
（

。
こ
の
た
め
、
爵
位
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
陸
機
・
陸
雲
の
子
孫
は

東
晉
で
は
高
位
に
登
れ
ず
、
東
晉
で
活
躍
し
た
の
は
陸
遜
の
弟
で
あ
る
陸
瑁
の
孫

に
あ
た
る
陸
曄
・
陸
玩
兄
弟
で
あ
る
。
中
で
も
司
空
に
至
っ
た
陸
玩
の
子
孫
は
、

子
の
陸
始
よ
り
嗣
爵
を
陳
ま
で
續
け
て
い
く
。
五
等
爵
制
は
、
東
晉
に
お
い
て
も

國
家
的
身
分
制
と
し
て
の
貴
族
制
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
東
晉
に
お
け
る
江
南
貴
族
へ
の
賜
爵
を
代
表
す
る
陸
玩
は
、
始
め
て

江
南
に
渡
っ
た
王
導
か
ら
求
め
ら
れ
た
緣
組
を
斷
っ
て
い
る
。

王
丞
相
　

初
め
て
江
左
に
在
り
、
援
を
吳
人
に
結
ば
ん
と
欲
し
、
婚
を
陸
太

尉
に
請
ふ
。
對
へ
て
曰
く
、「
培
塿
に
松
栢
無
く
、
薰
蕕
は
器
を
同
じ
く
せ

ず
。
玩
　

不
才
な
り
と
雖
も
、
義
と
し
て
亂
倫
の
始
を
爲
さ
ず（
（1
（

」
と
。

　
陸
玩
（
陸
太
尉
）
は
、「
吳
人
」
の
援
助
を
得
る
た
め
に
緣
組
を
求
め
る
王
導
に

對
し
て
、「
亂
倫
の
始
」
に
は
な
れ
な
い
、
と
婚
姻
關
係
を
拒
否
し
て
い
る
。
あ

る
い
は
、
陸
玩
が
王
導
の
も
と
で
、
酪
を
⻝
べ
過
ぎ
て
死
に
そ
う
に
な
っ
た
逸
話

も
傳
わ
る
。
そ
の
際
、
陸
玩
は
、「
幾
ん
ど
傖
鬼
と
爲
る
（
幾
爲
傖
鬼
）」（『
世
說
新

語
』
排
調
第
二
十
五
）
と
、
王
導
に
手
紙
を
書
い
て
い
る
。「
傖
」
は
、
南
方
か
ら

北
方
を
呼
ぶ
際
の
差
別
用
語
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
話
を
引
く
『
晉
書
』
卷

七
十
七
　

陸
曄
傳
附
陸
玩
傳
は
、「
其
の
權
貴
を
輕
易
す
る
こ
と
此
く
の
如
し
（
其

輕
易
權
貴
如
此
）」
と
、
陸
玩
を
評
し
て
い
る
。

　
そ
れ
で
も
王
導
は
、
こ
う
し
た
陸
玩
の
對
應
を
容
認
し
た
。
江
南
の
舊
吳
の
臣

下
の
協
力
が
な
け
れ
ば
、
東
晉
が
立
ち
ゆ
か
な
い
と
い
う
王
導
の
認
識
は
、
前
揭

の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
王
導
は
協
力
の
獲
得
に
盡
力
し
た
。
一
方
、
王
氏

の
權
力
伸
長
に
對
抗
し
續
け
て
い
た
元
帝
・
明
帝
・
成
帝
と
い
っ
た
司
馬
氏
の
皇

帝
た
ち
が
、
江
南
貴
族
の
取
り
入
れ
を
試
み
た
記
事
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
王
導

の
「
寬
」
治
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
「
吳
郡
の
陸
氏
」
た
ち
は
五
等
爵
を
得
て
、

東
晉
の
貴
族
の
一
員
と
な
り
、
在
地
性
に
依
據
し
た
軍
事
力
を
發
揮
し
た
。
そ
の

結
果
、
陸
玩
は
、
王
導
・
郗
鑒
・
庾
亮
が
相
繼
い
で
世
を
去
っ
た
後
に
、
司
空
と

な
る
。
そ
れ
を
祝
っ
た
あ
る
者
は
、
陸
玩
に
次
の
よ
う
に
述
べ
た
と
い
う
。

陸
玩
　

司
空
を
拜
す
。
人
㊒
り
之
に
詣
り
、
美
酒
を
索も
と

む
。
得
れ
ば
便
ち
自

ら
起
ち
、
梁
柱
の
間
の
地
に
瀉
箸
し
、
祝
し
て
曰
く
、「
當
今
　

才
乏
し
く
、

爾な
ん
ぢ

を
以
て
柱
石
の
用
と
爲
す
。
人
の
棟
梁
を
傾
く
る
こ
と
莫
か
れ
」
と
。

玩
　

笑
ひ
て
曰
く
、「
卿
の
良
箴
を
戢を
さ

め
ん（
（2
（

」
と
。

　
陸
玩
が
傾
け
て
は
な
ら
な
い
も
の
は
「
人
の
棟
梁
」、
す
な
わ
ち
北
人
の
國
家

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
南
人
の
陸
玩
が
東
晉
の
た
め
に
務
め
た
の
は
、
王
導

が
五
等
爵
の
賜
與
を
强
く
成
帝
に
勸
め
る
こ
と
で
、
南
人
を
東
晉
の
貴
族
に
組
み

込
ん
だ
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
西
晉
の
五
等
爵
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
皇

帝
で
あ
る
司
馬
氏
と
の
近
接
性
に
よ
り
、
た
と
え
ば
「
吳
郡
の
陸
氏
」
の
爵
位
の

高
下
が
定
め
ら
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
爵
制
的
秩
序
の
表
現
は
な
い
。
そ
れ
は
、

陸
氏
以
外
の
南
人
の
五
等
爵
授
爵
者
も
同
じ
で
あ
る
。
王
導
が
、
華
北
か
ら
流
入

し
た
北
人
と
舊
吳
の
臣
下
の
流
れ
を
汲
む
南
人
と
の
對
立
で
あ
る
南
北
問
題
を
解

決
し
て
、
江
南
出
身
者
の
厚
遇
を
次
第
に
實
現
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る（

（2
（

。

　
西
晉
で
は
、
皇
帝
と
の
近
接
性
を
重
視
し
て
、
國
家
的
身
分
制
で
あ
る
貴
族
制
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が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
對
し
て
、
東
晉
で
は
、
庾
亮
や
王
導
と
い
う
貴
族

の
統
括
す
る
秩
序
が
五
等
爵
に
反
映
し
て
い
る
。
東
晉
の
貴
族
制
は
、
九
品
中
正

制
度
に
よ
り
運
營
さ
れ
る
國
家
的
身
分
制
と
し
て
の
貴
族
制
に
、
皇
帝
の
意
向
が

反
映
し
難
く
な
っ
た
こ
と
を
最
大
の
特
徵
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
東
晉
の
皇
帝
で
あ
る
司
馬
氏
の
意
向
が
、
五
等
爵
に
反
映
し
て
い
な
い
こ
と
は
、

王
導
の
屬
す
る
「
琅
邪
の
王
氏
」
に
對
す
る
賜
爵
に
も
見
ら
れ
る
。
西
晉
の
司
馬

昭
が
五
等
爵
を
始
め
た
と
き
に
、
爵
位
を
賜
與
さ
れ
た
「
琅
邪
の
王
氏
」
は
、
西

晉
の
太
保
の
王
祥
〔
睢
陵
公
〕、
光
祿
大
夫
の
王
覽
〔
卽
丘
子
〕
の
兄
弟
で
あ
る
。

王
祥
の
睢
陵
公
は
、
子
の
王
馥
、
孫
の
王
根
に
嗣
爵
さ
れ
て
い
る
。
王
根
と
同
世

代
（
王
馥
の
兄
王
肇
の
子
）
で
あ
る
王
俊
は
永
世
侯
と
な
り
、
子
の
王
遐
に
嗣
爵
さ

れ
て
い
る
。
一
方
、
王
覽
の
卽
丘
子
は
、
子
の
王
裁
に
嗣
爵
さ
れ
、
そ
の
子
が
王

導
で
あ
る
。
西
晉
に
賜
爵
さ
れ
た
爵
位
は
、「
琅
邪
の
王
氏
」
の
貴
族
と
し
て
の

地
位
を
こ
の
よ
う
に
支
え
て
き
た
。

　
王
導
は
、
嗣
爵
し
た
卽
丘
子
を
子
の
王
恬
に
嗣
が
せ
た
。
そ
れ
と
共
に
、
自
ら

が
東
晉
で
得
た
始
興
郡
公
は
、
子
の
王
悅
、
孫
の
王
琨
（
王
混
）、
曾
孫
の
王
嘏
、

そ
の
子
の
王
恢
へ
と
嗣
爵
さ
れ
た
。
王
恢
の
と
き
、
劉
宋
が
受
禪
し
た
た
め
、
始

興
郡
公
は
始
興
縣
公
に
格
下
げ
さ
れ
る
が
、
東
晉
一
代
を
通
じ
て
王
導
の
爵
位
が

承
繼
さ
れ
た
こ
と
を
理
解
で
き
よ
う
。「
郡
公
」
は
、
五
等
爵
の
最
高
位
で
あ
る
。

王
導
の
勢
力
擴
大
を
止
め
た
か
っ
た
元
帝
の
思
い
は
、
東
晉
の
爵
制
的
秩
序
に
は

全
く
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。

　
こ
の
ほ
か
、
王
導
の
子
の
王
協
は
、
王
導
が
始
興
郡
公
を
得
る
前
に
賜
爵
さ
れ

た
武
岡
侯
を
嗣
爵
し
、
そ
れ
を
嗣
爵
し
た
王
謐
（
王
協
の
弟
王
劭
の
子
）
は
太
保
に

至
っ
て
い
る
。
ま
た
、
王
導
の
從
兄
弟
（
父
王
裁
の
弟
王
會
の
子
）
で
あ
る
王
舒
は

彭
澤
縣
侯
と
な
り
、
そ
の
爵
位
は
孫
の
王
崐
之
、
曾
孫
の
王
陋
之
に
繼
承
さ
れ
、

劉
宋
を
迎
え
て
い
る
。
王
舒
の
子
の
王
允
之
は
、
父
と
は
別
に
番
禺
縣
侯
を
賜
爵

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
爵
位
は
王
允
之
の
子
の
王
晞
之
、
そ
の
子
の
王
肇
之
に
嗣
爵

さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
元
帝
を
擊
破
す
る
軍
事
力
を
持
っ
て
い
た
王
敦
は
、
王
導

の
從
兄
弟
（
父
王
裁
の
弟
王
基
の
子
）
で
あ
り
、
武
昌
郡
公
の
爵
位
を
持
っ
て
い
た（
（2
（

（
㊟
（
10
）
所
揭
袴
田
論
文
を
參
照
）。

　
こ
の
よ
う
に
「
琅
邪
の
王
氏
」
は
、
多
く
の
五
等
爵
を
嗣
爵
し
、
九
品
中
正
制

度
で
鄕
品
二
品
よ
り
起
家
し
て
、
次
々
と
高
官
に
就
い
た
。
こ
う
し
た
基
盤
の
う

え
で
、
王
導
は
「
寬
」
治
を
推
進
し
て
貴
族
の
既
得
權
を
維
持
す
る
と
共
に
、
東

晉
を
安
寧
に
導
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
一
方
で
、
元
帝
は
、
王
導
の
政
治
力
を
排
除
す
る
た
め
に
重
用
し
た
劉

隗
・
刁
協
に
す
ら
五
等
爵
を
賜
與
で
き
て
い
な
い
。
爵
位
の
賜
與
が
、
江
南
平
定
、

王
敦
の
亂
、
蘇
峻
の
亂
、
淝
水
の
戰
い
、
桓
楚
討
伐
、
成
漢
・
南
燕
・
後
秦
の
平

定
な
ど
の
國
家
規
模
の
戰
役
に
關
す
る
戰
功
を
契
機
と
し
、
そ
の
戰
い
を
主
導
し

た
者
が
貴
族
で
あ
る
た
め
、
皇
帝
と
の
近
接
性
を
爵
制
的
秩
序
に
反
映
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
五
等
爵
制
を
創
設
し
た
司
馬
昭
、
そ
れ
を
繼
承
し
て
西
晉
を
建

國
し
た
武
帝
司
馬
炎
が
、
五
等
爵
を
用
い
て
皇
帝
と
の
近
接
性
を
示
し
、
國
家
的

身
分
制
と
し
て
の
貴
族
制
を
皇
帝
を
頂
點
と
す
る
秩
序
體
系
と
し
て
形
作
っ
た
こ

と
を
東
晉
の
皇
帝
は
繼
承
で
き
な
か
っ
た
。

　
東
晉
前
期
に
お
い
て
、
貴
族
の
家
格
が
決
定
化
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
、
あ
る
い

は
門
閥
社
會
が
成
立
し
た
か
の
よ
う
な
、
皇
帝
權
力
か
ら
の
自
立
性
を
國
家
的
身

分
制
で
あ
る
貴
族
制
が
見
せ
る
の
は
、
西
晉
の
よ
う
に
皇
帝
權
力
と
の
近
接
性
に

よ
り
五
等
爵
制
が
運
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
五
等
爵
制
の
主
體
が
貴
族
の
手
に

握
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
東
晉
後
期
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

三
、
軍
功
と
文
化
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咸
康
五
（
三
三
九
）
年
の
王
導
の
死
後
、
權
力
を
掌
握
し
た
「
譙
國
の
桓
氏
」

は
、
現
在
判
明
す
る
限
り
で
も
、
桓
彝
〔
萬
寧
縣
男
、
王
敦
討
伐
〕・
桓
溫
〔
臨

賀
郡
公
、
成
漢
平
定
〕・
桓
雲
〔
萬
寧
縣
男
、
兄
桓
溫
の
舊
爵
〕・
桓
沖
〔
豐
城
公
、

洛
陽
囘
復
〕・
桓
濟
〔
臨
賀
縣
公
、
父
桓
溫
の
舊
爵
〕・
桓
偉
〔
西
昌
公
、
袁
眞
討

伐
〕・
桓
伊
〔
宣
城
縣
子
、
前
秦
へ
の
軍
功
〕・
桓
謙
〔
宜
陽
縣
開
國
侯
、
閻
震
討

伐
〕・
桓
玄
〔
三
郡
公
、
司
馬
元
顯
討
伐
〕・
桓
昇
〔
豫
章
公
、
父
桓
玄
の
新

爵
〕・
桓
俊
〔
西
衟
縣
公
、
伯
父
桓
玄
の
爵
位
〕
と
十
一
名
が
五
等
爵
を
得
て
い

る
（〔
　
〕
は
、〔
爵
位
と
賜
爵
の
經
緯
〕。
㊟
（
一
〇
）
所
揭
袴
田
論
文
に
基
づ
く
。）。

　
こ
の
よ
う
に
桓
溫
も
ま
た
、
自
ら
の
臺
頭
を
嫌
う
東
晉
の
帝
室
で
あ
る
司
馬
氏

の
支
配
意
思
に
反
し
て
、
桓
氏
に
五
等
爵
を
賜
與
さ
せ
て
い
る
。
桓
溫
の
輔
政
期

に
も
、
貴
族
が
五
等
爵
制
を
通
じ
て
國
家
的
身
分
制
と
し
て
の
貴
族
制
に
、
自
ら

の
意
向
を
反
映
す
る
こ
と
は
繼
續
さ
れ
て
い
た
。

　
た
だ
し
、
桓
氏
は
、
そ
の
祖
が
後
漢
の
章
帝
の
師
と
し
て
養
老
禮
で
「
五
更
」

と
さ
れ
た
大
儒
の
桓
榮
に
遡
る
と
さ
れ
る
も
の
の
、
直
接
の
祖
に
あ
た
る
桓
彝
の

父
で
あ
る
桓
顥
の
官
は
、
郞
中
に
過
ぎ
な
い（

（2
（

。
こ
の
た
め
か
桓
溫
は
、
貴
族
の
本

來
的
な
あ
り
方
で
あ
る
文
化
の
專
㊒
に
よ
る
名
聲
を
尊
重
す
る
王
述
か
ら
は
、
次

の
よ
う
に
そ
の
武
力
に
よ
る
臺
頭
を
卑
し
ま
れ
た
と
傳
え
ら
れ
る
。

王
文
度
　

桓
公
の
長
史
爲た

り
。
桓
　

兒
の
爲
に
王
の
女
を
求
む
。
王
　

藍
田
に

咨
ら
ん
こ
と
を
許や

く

す
。
既
に
還
る
。
藍
田
　

文
度
を
愛
念
し
、
長
大
な
り
と

雖
も
、
猶
ほ
膝
上
に
抱
著
す
。
文
度
　

因
り
て
言
ふ
、「
桓
　

己
が
女
の
婚
を

求
む
」
と
。
藍
田
　

大
い
に
怒
り
、
文
度
を
排
し
膝
よ
り
下
し
て
曰
く
、

「
惡い

づ
く

ん
ぞ
文
度
の
已
に
復
た
癡
に
し
て
、
桓
溫
の
面
を
畏
る
る
を
見
ん
。
兵

な
り
、
那な

ん

ぞ
女
を
嫁
し
て
之
に
與
ふ
可
け
ん
や
」
と
。
文
度
　

還
り
て
報
じ

て
云
く
、「
下
官
の
家
中
、
先
に
婚
處
を
得
た
り
」
と
。
桓
公
曰
く
、「
吾
　

知
れ
り
。
此
れ
尊
府
君
　

肯
ぜ
ざ
る
の
み
」
と
。
後
に
桓
の
女
、
遂
に
文
度

の
兒
に
嫁
せ
り（

（2
（

。

　
王
坦
之
（
文
度
）
が
桓
溫
の
長
史
で
あ
っ
た
と
き
、
息
子
に
娘
を
も
ら
い
た
い

と
婚
姻
を
申
し
込
ま
れ
た
。
父
の
王
述
（
藍
田
）
に
言
う
と
、
王
述
は
王
坦
之
を

膝
か
ら
下
ろ
し
、「
兵
」（
軍
人
）
に
ど
う
し
て
娘
を
や
れ
よ
う
、
と
言
っ
た
。
桓

溫
は
、
そ
の
答
え
を
豫
想
し
て
い
た
、
と
『
世
說
新
語
』
は
傳
え
る
。
結
局
、
桓

溫
の
娘
が
王
坦
之
の
子
に
嫁
い
で
お
り
、「
太
原
の
王
氏
」
と
「
譙
國
の
桓
氏
」

は
婚
姻
關
係
を
結
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
詳
細
を
『
世
說
新
語
』
は
傳
え
ず
、

桓
溫
が
「
兵
」、
す
な
わ
ち
軍
事
力
を
存
立
基
盤
と
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
王
述

の
言
葉
を
强
調
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
、
軍
功
を
擧
げ
五
等
爵
を
賜
爵
さ
れ
て
形
成
さ
れ
る
國
家
的
身
分
制
と

し
て
の
貴
族
制
の
序
列
が
、
社
會
的
な
存
在
で
あ
る
貴
族
の
本
來
的
な
價
値
觀
と

必
ず
し
も
一
致
し
な
い
こ
と
に
よ
る
。『
世
說
新
語
』
は
、
貴
族
の
專
㊒
す
る
文

化
的
な
價
値
を
記
す
書
籍
で
あ
っ
た
。
九
品
中
正
制
度
に
お
い
て
中
正
官
が
鄕
品

と
共
に
つ
け
る
狀
は
、
そ
の
人
物
の
性
と
才
を
表
現
し
た
人
物
評
價
で
あ
り（

（2
（

、
そ

れ
は
本
來
貴
族
と
し
て
評
價
さ
れ
る
文
化
を
重
視
す
る
。
軍
功
は
貴
族
の
本
質
か

ら
は
遠
い
。

　
王
述
は
、
曹
魏
の
司
空
で
あ
る
王
昶
を
曾
祖
父
に
持
つ
「
太
原
の
王
氏
」
の
出

身
で
あ
る
。
司
馬
昭
が
五
等
爵
を
創
設
す
る
と
、
王
昶
の
子
で
あ
る
王
湛
は
、
藍

田
縣
侯
の
爵
位
を
得
て
、
子
の
王
承
、
孫
の
王
述
と
藍
田
縣
侯
を
嗣
爵
し
た
。
王

述
の
子
で
あ
る
王
坦
之
、
孫
で
あ
る
王
愷
も
藍
田
縣
侯
を
嗣
爵
し
、
東
晉
一
代
を

藍
田
縣
侯
で
通
し
た
貴
族
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
改
め
て
賜
爵
さ
れ
る
よ
う
な
軍

功
は
な
か
っ
た
家
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
貴
族
た
る
據
り
所
は
、
文
化
の
專
㊒
に
對

し
て
の
人
物
評
價
に
あ
っ
た
。

　
王
述
（
字
は
懷
祖
）
は
、「
琅
邪
の
王
氏
」
の
王
導
の
言
葉
に
き
ち
ん
と
反
論
し

た
こ
と
で
、
王
導
よ
り
、「
懷
祖
の
淸
貞
に
し
て
簡
貴
た
る
こ
と
、
祖
父
に
減
ぜ



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
六
集

二
二

ず
。
但
だ
曠
淡
な
る
こ
と
微
か
に
及
ば
ざ
る
の
み
（
懷
祖
淸
貞
簡
貴
、
不
減
祖
父
。

但
曠
淡
微
不
及
耳
）」（『
晉
書
』
卷
七
十
五
　

王
湛
傳
附
王
述
傳
）
と
い
う
人
物
評
價
を

受
け
て
い
る
。
王
述
が
桓
溫
を
「
兵
」
と
見
下
す
の
は
、
貴
族
の
本
來
的
な
あ
り

方
を
重
視
す
る
た
め
で
あ
る
。
婚
姻
關
係
を
結
ぶ
こ
と
を
嫌
っ
た
王
述
は
、
隋
唐

時
代
に
は
貴
族
の
代
表
的
な
特
徵
と
な
る
、
身
分
に
基
づ
く
閉
鎻
的
婚
姻
圈
を
尊

重
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
な
ろ
う（

（2
（

。

　
王
述
の
子
で
あ
る
王
坦
之
は
、
桓
溫
に
よ
る
禪
讓
革
命
を
止
め
て
い
る
。
桓
溫

が
簡
文
帝
の
崩
御
を
機
に
簒
奪
を
目
論
む
と
、
防
ぎ
得
な
い
と
考
え
た
簡
文
帝
は
、

崩
御
に
臨
ん
で
、
王
莽
が
前
漢
を
簒
奪
す
る
際
に
利
用
し
た
「
周
公
居
攝
の
故

事
」
を
桓
溫
に
與
え
る
詔
を
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
王
坦
之
は
詔
を
簡
文
帝
の
前

で
破
り
、「
天
下
は
宣
帝
（
司
馬
懿
）・
元
帝
（
司
馬
睿
）
の
天
下
で
あ
っ
て
、
陛
下

の
天
下
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
、
前
漢
の
景
帝
が
弟
の
梁
孝
王
に
天
下
を
讓
ろ
う

と
し
た
の
を
批
判
し
た
竇
嬰
の
言
葉
に
準
え
て
、
簡
文
帝
を
止
め
た（

（2
（

。
こ
の
た
め
、

簡
文
帝
の
遺
詔
は
、
異
な
る
も
の
と
な
っ
た
。『
晉
安
帝
紀
』
は
、
そ
れ
を
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

簡
文
　

晏
駕
せ
ん
と
し
、
桓
溫
に
遺
詔
す
ら
く
、「
諸
葛
亮
・
王
導
の
故
事
に

依
れ
」
と
。
溫
　

大
い
に
怒
り
、
以
爲
へ
ら
く
、
其
の
權
を
黜
せ
ん
と
す
る

は
、
謝
安
・
王
坦
之
の
建
つ
る
所
な
ら
ん
と
。
入
り
て
山
陵
に
赴
く
や
、
百

官
は
衟
側
に
拜
し
、
位
望
に
在
る
者
は
、
戰
慄
し
て
色
を
失
ふ
。
或
い
は
云

ふ
、「
此
れ
よ
り
王
・
謝
を
殺
さ
ん
と
欲
す（

（2
（

」
と
。

　
簡
文
帝
の
遺
詔
は
、「
周
公
居
攝
の
故
事
」
か
ら
、
國
家
を
守
り
續
け
た
「
諸

葛
亮
・
王
導
の
故
事
」
へ
と
變
わ
り
、
禪
讓
は
遠
の
い
た
。
桓
溫
は
、
そ
れ
を
謝

安
・
王
坦
之
の
畫
策
に
よ
る
と
考
え
、
二
人
を
殺
害
し
よ
う
と
す
る
。
桓
溫
に
怯

え
る
王
坦
之
を
支
え
た
も
の
は
、
謝
安
で
あ
っ
た
。

桓
公
　

甲
を
伏
せ
饌
を
設
け
、
廣
く
朝
士
を
延ま
ね

き
、
此
に
因
り
て
謝
安
・
王

坦
之
を
誅
せ
ん
と
欲
す
。
王
　

甚
だ
遽あ
は

て
、
謝
に
問
ひ
て
曰
く
、「
當
に
何
の

計
を
作
す
べ
き
」
と
。
謝
　

神
意
　

變
は
ら
ず
、
文
度
に
謂
ひ
て
曰
く
、「
晉

阼
の
存
亡
、
此
の
一
行
に
在
り
」
と
。
相
　

與
に
俱
に
前す
す

む
。
王
の
恐
狀
、

轉う
た

た
色
に
見あ
ら

は
れ
、
謝
の
寬
容
、
愈
〻
貌
に
表
は
る
。
階
を
望
み
て
席
に
趨

き
、
方
に
洛
生
の
詠
を
作
し
、
浩
浩
た
る
洪
流
を
諷
す
。
桓
　

其
の
曠
遠
な

る
を
憚
り
、
乃
ち
趣す

み
や

か
に
兵
を
解
く
。
王
・
謝
は
舊も
と

　

齊
名
な
る
も
、
此
に

於
て
始
め
て
優
劣
を
判
つ（

（2
（

。

　
謝
安
は
、
恐
れ
る
王
坦
之
を
尻
目
に
、
晉
の
存
亡
は
わ
れ
わ
れ
の
態
度
に
懸
か

っ
て
い
る
、
と
悠
揚
せ
ま
ら
ぬ
態
度
を
續
け
た
。
こ
れ
を
見
た
桓
溫
は
、
暗
殺
を

あ
き
ら
め
、
人
々
は
王
・
謝
の
優
劣
を
知
っ
た
と
、『
世
說
新
語
』
は
傳
え
て
い

る（
（3
（

。
　
謝
安
は
、
淝
水
の
戰
い
で
基
盤
と
す
る
西
府
軍
を
甥
の
謝
玄
に
率
い
さ
せ
、
前

秦
の
苻
堅
を
擊
破
し
て
お
り
、「
王
・
謝
」
と
並
稱
さ
れ
る
ほ
ど
の
勢
力
擴
大
は
、

そ
の
軍
事
力
に
よ
る
。「
陳
郡
の
謝
氏
」
が
五
等
爵
を
受
け
た
時
期
は
、「
琅
邪
の

王
氏
」
よ
り
も
遲
れ
る
。

　
西
晉
末
の
建
興
三
（
三
一
五
）
年
、
杜
弢
の
討
伐
に
よ
り
謝
鯀
が
受
け
た
咸
亭

侯
は
、
子
の
謝
尙
、
謝
尙
の
族
子
の
謝
康
、
謝
康
の
甥
の
謝
肅
、
謝
肅
の
甥
の
謝

靈
祐
に
嗣
爵
さ
れ
た
。
謝
安
の
父
謝
裒
は
謝
鯀
の
弟
で
、
受
爵
し
た
萬
壽
子
は
謝

安
の
兄
の
謝
奕
に
嗣
爵
さ
れ
て
い
る
。
謝
安
は
、
太
元
五
（
三
八
〇
）
年
、
淝
水

の
戰
い
の
功
績
に
よ
り
建
昌
縣
公
と
な
り
、
太
元
十
（
三
八
五
）
年
に
死
去
す
る

と
盧
陵
郡
公
に
追
爵
さ
れ
た
。
盧
陵
郡
公
は
謝
安
の
子
の
謝
瑤
、
謝
瑤
の
子
の
謝

該
、
謝
該
の
甥
の
謝
承
伯
に
嗣
爵
さ
れ
た
。
ま
た
、
建
昌
縣
侯
は
、
謝
安
の
孫
の

謝
俊
、
謝
俊
の
族
子
の
謝
弘
微
に
嗣
爵
さ
れ
て
い
る
。
謝
俊
は
謝
瑤
の
弟
の
謝
琰

の
子
で
あ
る
が
、
謝
琰
が
受
爵
し
た
望
蔡
公
は
、
謝
琰
の
子
の
謝
混
が
嗣
爵
し
て

い
る
。
ま
た
、
西
府
軍
を
率
い
た
謝
玄
は
、
謝
奕
の
子
で
あ
る
が
淝
水
の
戰
い
の



東
晉
の
貴
族
制
と
五
等
爵

二
三

功
績
に
よ
り
康
樂
縣
公
と
な
っ
た
。
康
樂
縣
公
は
謝
玄
の
子
の
謝
瑍
、
謝
瑍
の
子

で
文
人
と
し
て
も
著
名
な
謝
靈
運
に
嗣
爵
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
謝
安
の
弟
で
あ
る

謝
石
は
、
太
元
十
（
三
八
五
）
年
に
南
康
郡
公
と
な
り
、
謝
石
の
子
の
謝
汪
、
謝

汪
の
族
子
の
謝
明
慧
、
謝
明
慧
の
族
子
の
謝
暠
に
嗣
爵
さ
れ
て
い
る
（
㊟
（
10
）

所
揭
袴
田
論
文
に
基
づ
く
）。

　
こ
の
よ
う
に
「
陳
郡
の
謝
氏
」
は
、
貴
族
と
し
て
の
臺
頭
の
遲
れ
を
軍
事
的
な

功
績
に
よ
っ
て
得
た
多
く
の
五
等
爵
を
活
用
し
て
挽
囘
し
た
。
そ
の
た
め
謝
安
は
、

軍
の
主
力
と
な
る
寒
門
・
寒
人
を
次
の
よ
う
に
尊
重
し
て
い
る
。

謝
萬
　

北
征
す
る
や
、
常
に
嘯
詠
を
以
て
自
ら
高
く
し
、
未
だ
嘗
て
衆
士
を

撫
慰
せ
ず
。
謝
公
　

甚
だ
萬
を
器
愛
す
る
も
、
其
の
必
ず
敗
れ
ん
こ
と
を
審は
か

り
、
乃
ち
俱
に
行
く
。
從
容
と
し
て
萬
に
謂
ひ
て
曰
く
、「
汝
　

元
帥
爲
り
。

宜
し
く
數
〻
諸
將
を
喚よ

び
て
宴
會
し
て
、
以
て
衆
心
を
說よ
ろ
こ

ば
す
べ
し
」
と
。

萬
　

之
に
從
ひ
、
因
り
て
諸
將
を
召
集
す
る
も
、
都す
べ

て
說
ば
す
所
無
く
、
直

だ
如
意
を
以
て
四
坐
を
指
し
て
云
ふ
、「
諸
君
は
皆
　

是
れ
勁
卒
な
り
」
と
。

諸
將
　

甚
だ
之
を
忿
恨
す
。
謝
公
　

深
く
恩
信
を
著つ

け
ん
と
欲
し
、
隊
主
・
將

帥
よ
り
以
下
、
身
づ
か
ら
造い

た

り
て
、
厚
く
相
　

遜
謝
せ
ざ
る
は
無
し
。
萬
の

事
　

敗
る
る
に
及
び
、
軍
中
　

因
り
て
之
を
除
か
ん
と
欲
す
。
復
た
云
ふ
、

「
當
に
隱
士
の
爲
に
す
べ
し
」
と
。
故
に
幸
に
し
て
免
る
る
を
得
た
り（

（3
（

。

　
謝
萬
は
、
北
征
の
際
に
、
兄
の
謝
安
の
忠
吿
を
聞
か
ず
、
諸
君
は
み
な
强
い

「
卒
」
で
あ
る
と
言
っ
て
怒
り
を
か
い
、
遠
征
に
失
敗
し
た
。
そ
れ
で
も
謝
萬
が

軍
中
で
殺
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
謝
安
（
隱
士
）
が
遜
っ
て
諸
將
に
自
ら
謝
罪
し

た
た
め
で
あ
っ
た
、
と
『
世
說
新
語
』
は
傳
え
る
。
こ
う
し
て
軍
人
の
力
を
貴
族

の
規
制
下
に
置
い
た
謝
安
は
、
謝
玄
に
命
じ
て
淝
水
の
戰
い
で
、
前
秦
の
苻
堅
の

大
軍
を
擊
破
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
軍
事
を
尊
重
し
な
が
ら
も
、
軍
事
を
基
盤
と
し
て
皇
帝
を
目
指
し

た
桓
氏
と
は
異
な
り
、
謝
安
は
王
導
を
模
範
と
し
た
。「
陳
郡
の
謝
氏
」
は
、
桓

氏
と
は
異
な
り
、
謝
安
の
時
に
軍
事
に
よ
っ
て
急
速
に
臺
頭
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

謝
安
の
曾
祖
父
の
謝
纘
は
典
農
中
郞
將
、
祖
父
の
謝
衡
は
國
子
祭
酒
で
あ
り
、
父

の
謝
裒
は
太
常
と
な
っ
て
萬
壽
子
を
賜
爵
さ
れ
て
い
る
。「
陳
郡
の
謝
氏
」
は
、

淝
水
の
戰
い
の
立
役
者
と
な
る
こ
と
で
、「
琅
邪
の
王
氏
」
に
匹
敵
す
る
貴
族
と

は
な
っ
た
が
、
戰
い
よ
り
前
か
ら
す
で
に
貴
族
で
あ
り
、
け
っ
し
て
軍
功
だ
け
で

臺
頭
し
た
貴
族
で
は
な
い
。

　
王
導
を
慕
う
謝
安
は
、
淸
談
を
主
催
し
、
文
化
的
價
値
を
主
導
し
た
。
江
南
に

存
續
し
た
亡
命
政
權
の
東
晉
で
は
、
中
原
失
陷
の
原
因
を
儒
敎
を
蔑
ろ
に
し
た
王

衍
の
淸
談
に
求
め
る
「
淸
談
亡
國
論
」
が
㊒
力
で
あ
っ
た
。『
世
說
新
語
』
は
、

桓
溫
が
「
淸
談
亡
國
論
」
に
基
づ
い
て
王
衍
を
批
判
し
、
そ
れ
に
異
を
唱
え
た
袁

宏
を
や
り
込
め
た
こ
と
を
傳
え
る
。
そ
の
一
方
で
、
次
の
よ
う
に
謝
安
の
「
淸
談

亡
國
論
」
へ
の
批
判
も
傳
え
て
い
る
。

王
右
軍
　

謝
太
傅
と
與
に
共
に
冶
城
に
登
る
。
謝
　

悠
然
と
し
て
遠
く
想
ひ
、

高
世
の
志
㊒
り
。
王
　

謝
に
謂
ひ
て
曰
く
、「
夏
禹
は
勤
王
し
て
、
手
足
　

腁

胝
し
、
文
王
は
旰
⻝
し
て
、
日
に
給
す
る
に
暇
あ
ら
ず
。
今
　

四
郊
　

壘
多
く
、

宜
し
く
人
人
自
ら
效
す
べ
し
。
而
る
に
虛
談
も
て
務
を
廢
し
、
浮
文
も
て
要

を
妨
ぐ
る
は
、
恐
る
ら
く
は
當
今
の
宜
し
き
所
に
非
ざ
ら
ん
」
と
。
謝
　

答

へ
て
曰
く
、「
秦
　

商
鞅
に
任
じ
て
、
二
世
に
し
て
亡
ぶ
。
豈
に
淸
言
　

患
を

致
さ
ん
や（

（3
（

」
と
。

　
謝
安
（
謝
太
傅
）
が
冶
城
で
悠
然
と
し
て
い
る
と
、
王
羲
之
（
王
右
軍
）
は
禹
王

や
文
王
が
働
き
續
け
た
こ
と
と
、『
禮
記
』
に
基
づ
き
都
の
周
邊
に
土
壘
が
多
い

こ
と
の
危
機
を
擧
げ
、
今
の
世
で
「
虛
談
」「
浮
文
」
す
る
こ
と
に
疑
問
を
投
げ

か
け
た
。
こ
れ
に
對
し
て
、
謝
安
は
、
儒
敎
よ
り
も
さ
ら
に
現
實
に
直
接
的
に
働

き
か
け
る
法
家
の
商
鞅
を
用
い
た
秦
が
、
二
代
で
滅
ん
だ
こ
と
を
擧
げ
た
う
え
で
、
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ど
う
し
て
淸
談
が
國
を
滅
ぼ
し
た
と
言
え
よ
う
か
、
と
「
淸
談
亡
國
論
」
を
否
定

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
桓
溫
と
は
正
反
對
の
立
場
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
謝
安
は
、
淸
談
な
ど
貴
族
の
自
律
的
な
秩
序
を
統
括
す
る
こ
と
に

よ
り
、
人
事
に
對
す
る
大
き
な
影
响
力
を
次
の
よ
う
に
發
揮
し
て
い
る
。

謝
公
　

宣
武
の
司
馬
と
作
る
や
、
門
生
數
十
人
を
田
曹
中
郞
の
趙
悅
子
に
屬し
ょ
く

す
。
悅
子
　

以
て
宣
武
に
吿
ぐ
。
宣
武
云
ふ
、「
且し
ば
ら

く
爲
に
半
ば
を
用
ひ
よ
」

と
。
趙
　

俄
か
に
し
て
悉
く
之
を
用
ふ
。
曰
く
、「
昔
　

安
石
の
東
山
に
在
り

し
や
、
縉
紳
　

敦
く
逼
り
、
人
事
に
豫
ら
ざ
ら
ん
こ
と
を
恐
る
。
況
ん
や
今
　

自
ら
鄕
選
す
。
反
り
て
之
に
違
は
ん
や（
（3
（

」
と
。

　
謝
安
は
、
桓
溫
の
司
馬
と
な
っ
た
際
に
、
門
下
生
數
十
人
を
趙
悅
に
推
擧
し
た
。

桓
溫
は
、
半
分
も
採
用
し
て
お
け
ば
よ
い
と
言
っ
た
が
、
趙
悅
は
全
員
採
用
す
る
。

そ
れ
は
、
東
山
に
隱
棲
し
て
い
た
こ
ろ
、
貴
族
た
ち
は
自
律
的
秩
序
を
持
つ
謝
安

が
、
人
事
に
關
與
す
る
こ
と
を
待
ち
望
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
、
と
『
世
說
新

語
』
は
い
う
。
貴
族
た
ち
は
、
後
漢
末
の
「
黨
人
」
や
三
國
の
「
名
士
」
と
同
樣

に
、
自
ら
の
自
律
的
秩
序
を
國
家
の
官
制
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
。

そ
れ
は
趙
悅
が
謝
安
の
人
選
を
「
鄕
選
」
と
表
現
す
る
こ
と
に
明
確
に
現
れ
る
。

西
晉
の
劉
毅
が
「
上
品
に
寒
門
無
く
、
下
品
に
勢
族
無
し
」
と
九
品
中
正
制
度
の

變
質
を
批
判
す
る
中
で
、
貴
族
の
本
來
的
な
あ
り
方
か
ら
、
曹
魏
の
九
品
中
正
制

度
は
な
お
「
鄕
論
の
餘
風
」
が
あ
っ
た
と
貴
族
の
存
立
基
盤
と
し
て
の
人
物
評
價

に
基
づ
く
鄕
論
を
重
視
し
た
こ
と
を
繼
承
し
て
い
る
の
で
あ
る（

（3
（

。

　
こ
れ
に
對
し
て
、
君
主
權
力
の
端
緖
で
あ
る
桓
溫
は
、
謝
安
の
推
擧
を
半
分
も

用
い
れ
ば
よ
い
と
指
示
し
、
貴
族
の
自
律
的
秩
序
の
反
映
を
抑
え
よ
う
と
し
た
。

「
黨
人
」
の
名
聲
を
私
的
な
も
の
と
批
判
し
た
曹
魏
の
文
帝
や
、
何
晏
た
ち
の
名

聲
を
浮
華
と
嫌
っ
た
曹
魏
の
明
帝
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、「
名
士
」
と
皇
帝
權
力

と
の
せ
め
ぎ
あ
い
も
、
こ
の
よ
う
に
繼
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
東
晉
は
、
五
等
爵
制
に
基
づ
く
國
家
的
身
分
制
と
し
て
の
貴
族
制
に
、
皇
帝
と

の
近
接
性
を
反
映
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
司
馬
昭
が
試
み
た

皇
帝
權
力
强
化
の
た
め
の
貴
族
と
の
對
峙
性
は
、
東
晉
の
皇
帝
に
、
そ
し
て
、
そ

れ
に
取
っ
て
代
わ
ろ
う
と
し
た
桓
氏
に
繼
承
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
中
、
謝
安

は
、
五
等
爵
制
に
基
づ
く
國
家
的
身
分
制
と
し
て
の
貴
族
制
の
既
得
權
を
㊒
效
に

活
用
し
な
が
ら
、
そ
の
本
質
的
な
存
立
基
盤
を
文
化
の
專
㊒
に
基
づ
く
人
物
評
價

に
置
き
續
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
謝
安
は
、
軍
事
の
功
績
に
よ
り
爵
位
を
得
て
、
最
高
の
爵
位
で
あ
る
天
子
を
目

指
す
と
い
う
形
を
忌
避
し
た
。
し
か
し
、
謝
安
の
死
後
、
桓
溫
の
子
で
あ
る
桓
玄

は
、
一
時
的
で
は
あ
る
が
帝
位
に
就
い
た（

（3
（

。
そ
れ
が
劉
裕
た
ち
に
よ
り
打
倒
さ
れ

た
後
に
、
賜
爵
さ
れ
た
五
十
四
名
中
、
祖
先
が
官
に
就
い
た
形
跡
の
な
い
者
は
二

十
一
名
、
曾
祖
父
以
前
に
官
僚
と
な
っ
た
こ
と
の
な
い
者
は
十
四
名
に
及
ぶ
（
㊟

（
10
）
所
揭
袴
田
論
文
）。
軍
功
に
よ
り
臺
頭
す
る
文
化
無
き
庶
人
が
、
貴
族
と
な
る

時
代
は
廹
っ
て
い
た
。
劉
宋
に
貴
族
を
存
立
さ
せ
る
根
本
と
な
っ
て
い
る
文
化
を

繼
承
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
『
世
說
新
語
』
は
、
王
導
と
謝
安
の
あ
り
方
を
支
持

し
た（

（3
（

。
そ
れ
は
劉
宋
に
お
け
る
貴
族
制
の
あ
り
方
を
東
晉
時
代
に
照
射
し
た
も
の

で
あ
る
と
共
に
、
貴
族
の
存
立
基
盤
で
あ
っ
た
軍
事
と
文
化
の
う
ち
、
文
化
を
尊

重
す
る
生
き
方
が
「
琅
邪
の
王
氏
」
と
「
陳
郡
の
謝
氏
」
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す

の
で
あ
る
。お

わ
り
に

　
西
晉
「
儒
敎
國
家
」
に
お
い
て
賜
與
さ
れ
た
五
等
爵
は
、
郡
公
・
縣
公
は
第
一

品
、
侯
・
伯
・
子
・
男
は
第
二
品
の
官
品
に
該
當
す
る
こ
と
か
ら
、
九
品
中
正
制

度
に
よ
っ
て
國
家
的
身
分
制
と
し
て
の
貴
族
制
が
成
立
し
た
。
西
晉
で
は
、
皇
帝

と
の
近
接
性
が
爵
制
的
秩
序
に
反
映
し
た
た
め
、
國
家
的
身
分
制
と
し
て
の
貴
族



東
晉
の
貴
族
制
と
五
等
爵

二
五

制
と
社
會
的
存
在
と
し
て
貴
族
が
、
乖
離
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
九
品
中
正
制
度

の
廢
止
を
求
め
る
聲
が
上
が
っ
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　
東
晉
に
お
い
て
も
、
五
等
爵
の
賜
與
は
續
け
ら
れ
、
そ
れ
が
國
家
的
身
分
制
と

し
て
の
貴
族
制
を
形
成
す
る
こ
と
は
、
西
晉
と
變
わ
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
東

晉
の
五
等
爵
制
は
、
西
晉
の
よ
う
に
皇
帝
と
の
近
接
性
を
爵
制
的
秩
序
と
し
て
表

現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
皇
帝
が
自
ら
軍
事
を
指
揮
す
る
こ
と
が
少

な
く
、
ま
た
戰
い
が
續
い
た
こ
と
に
よ
り
、
五
等
爵
が
濫
授
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

軍
事
は
、
貴
族
が
掌
握
し
、
國
家
的
身
分
制
と
し
て
の
貴
族
制
も
再
生
產
さ
れ
た
。

　
こ
う
し
た
狀
況
に
對
し
て
、
貴
族
の
對
應
は
分
か
れ
た
。
王
敦
や
桓
溫
・
桓
玄

は
、
軍
事
力
を
握
る
こ
と
で
皇
帝
を
目
指
し
た
。
こ
れ
に
對
し
て
、
王
導
と
謝
安

は
、
軍
事
力
を
握
っ
て
も
皇
帝
を
目
指
さ
ず
、
貴
族
本
來
の
あ
り
方
を
體
現
す
る

こ
と
に
努
め
た
。
五
等
爵
制
に
基
づ
く
國
家
的
身
分
制
と
し
て
の
貴
族
制
の
既
得

權
を
㊒
效
に
活
用
し
な
が
ら
、
貴
族
の
本
質
的
な
存
立
基
盤
を
文
化
の
專
㊒
に
基

づ
く
人
物
評
價
に
置
き
續
け
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
し
ば
し
ば
引
用
し
た
よ
う
に
、

劉
宋
で
貴
族
の
あ
り
方
の
模
範
を
定
め
よ
う
と
し
た
『
世
說
新
語
』
は
、
文
化
を

尊
重
す
る
王
導
・
謝
安
の
あ
り
方
を
貴
族
の
典
型
と
し
て
尊
重
し
て
い
る
。
あ
る

い
は
、
五
等
爵
を
嗣
爵
し
な
が
ら
、
隋
唐
貴
族
の
特
徵
と
な
っ
て
い
く
閉
鎻
的
な

婚
姻
圈
の
形
成
を
目
指
す
「
太
原
の
王
氏
」
の
よ
う
な
あ
り
方
も
重
視
さ
れ
始
め

て
い
る
。

　
東
晉
の
末
期
に
な
る
と
、
寒
門
が
軍
事
力
を
徐
々
に
掌
握
し
、
貴
族
は
寒
人
や

寒
門
出
身
の
軍
人
が
爵
位
を
持
つ
こ
と
へ
の
忌
避
感
を
强
く
し
て
い
く
。
や
が
て
、

劉
宋
を
建
國
し
た
劉
裕
は
、
北
府
も
帝
室
に
掌
握
さ
せ
、
皇
帝
權
力
に
よ
る
軍
事

力
の
獨
占
を
目
指
す
。
軍
府
が
皇
帝
に
よ
り
掌
握
さ
れ
た
劉
宋
で
は
、
貴
族
は
い

か
な
る
存
在
形
態
を
取
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き

た
い
。

㊟（
1
）　
宮
崎
市
定
『
九
品
官
人
法
の
硏
究
―
科
擧
前
史
』（
東
洋
史
硏
究
會
、
一
九
五
六

年
、『
宮
崎
市
定
全
集
』
6
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
に
所
收
）。
ま
た
、
越
智
重

明
『
魏
晉
南
朝
の
貴
族
制
』（
硏
文
出
版
、
一
九
八
二
年
）
は
、
州
大
中
正
の
制
の

運
營
が
家
格
の
固
定
化
を
促
進
し
、
西
晉
末
に
は
、
甲
族
（
上
層
士
人
層
）・
次
門

（
下
級
士
人
層
）、
後
門
（
上
級
庶
民
層
）、
三
五
門
（
下
級
庶
民
層
）
と
い
う
身
分

か
ら
な
る
族
門
制
が
成
立
し
た
、
と
し
て
、
さ
ら
に
嚴
格
な
家
格
に
基
づ
く
身
分
制

の
成
立
を
主
張
す
る
。

（
2
）　
川
合
安
「
門
地
二
品
に
つ
い
て
」（『
集
刊
東
洋
學
』
九
四
、
二
〇
〇
五
年
、『
南

朝
貴
族
制
硏
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
五
年
に
所
收
）。
な
お
、
中
村
圭
爾
「
九
品

中
正
法
に
お
け
る
起
家
に
つ
い
て
」（『
人
文
硏
究
』
二
五
―
一
〇
、
一
九
七
三
年
、

『
六
朝
貴
族
制
硏
究
』
風
間
書
店
、
一
九
八
七
年
に
所
收
）
も
、
起
家
官
の
決
定
に

と
っ
て
、
家
格
は
唯
一
絕
對
の
基
準
で
は
な
い
、
と
し
て
い
る
。

（
3
）　
渡
邉
の
視
座
か
ら
の
中
國
貴
族
制
硏
究
の
學
說
整
理
と
し
て
は
、
渡
邉
義
浩
「
所

㊒
と
文
化
―
中
國
貴
族
制
硏
究
へ
の
一
視
角
」（『
中
國
―
社
會
と
文
化
』
一
八
、
二

〇
〇
三
年
）、「
中
國
貴
族
制
と
文
化
資
本
論
の
射
程
」（
渡
邉
義
浩
（
編
）『
中
國
史

學
の
方
法
論
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
七
年
）、
い
ず
れ
も
『
三
國
政
權
の
構
造
と

「
名
士
」』
增
補
版
（
汲
古
書
院
、
二
〇
二
〇
年
）
に
所
收
、「
中
國
貴
族
制
と
「
封

建
」」（『
東
洋
史
硏
究
』
六
九
―
一
、
二
〇
一
〇
年
、『
西
晉
「
儒
敎
國
家
」
と
貴
族

制
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
に
所
收
）
が
あ
る
。

（
4
）　
田
餘
慶
『
東
晉
門
閥
政
治
』（
北
京
大
學
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
は
、
中
國
の

東
晉
門
閥
論
を
代
表
す
る
著
作
で
あ
り
、「
士
人
蔭
族
特
權
和
士
族
隊
伍
的
擴
大
」

（『
魏
晉
南
北
朝
史
論
拾
遺
』
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
）
な
ど
を
代
表
と
す
る
唐
長

孺
の
諸
論
文
も
、
東
晉
の
門
閥
制
度
へ
の
㊒
效
な
視
座
を
持
つ
。
田
餘
慶
の
門
閥
理

解
に
つ
い
て
は
、
祝
總
斌
「
評
田
餘
慶
著
《
東
晉
門
閥
政
治
》」（『
歷
史
硏
究
』
一



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
六
集

二
六

九
九
三
―
一
、
一
九
九
三
年
）、
黃
年
靑
・
陳
丹
洪
「
田
餘
慶
眼
中
的
門
閥
政
治
―

讀
田
餘
慶
《
東
晉
門
閥
政
治
》」（『
靑
年
文
學
家
』
二
〇
一
〇
―
一
、
二
〇
一
〇
年
）、

唐
長
孺
の
門
閥
硏
究
に
つ
い
て
は
、
烏
廷
玉
「
唐
長
孺
對
門
閥
制
度
的
新
看
法
」

（『
歷
史
硏
究
』
一
九
六
二
―
一
二
、
一
九
六
二
年
）
を
參
照
。
ま
た
、
日
本
の
硏
究

の
影
响
を
受
け
た
李
濟
滄
『
東
晉
貴
族
政
治
史
論
』（
江
蘇
人
民
出
版
社
、
二
〇
一

六
年
）
は
、
東
晉
の
門
閥
形
成
に
つ
い
て
の
優
れ
た
硏
究
で
あ
る
。
な
お
、
歐
米
の

貴
族
制
硏
究
は
、
陳
寅
格
『
隋
唐
制
度
淵
源
略
論
稿
』（
商
務
印
書
館
、
一
九
四
六

年
）、『
唐
代
政
治
史
述
論
稿
』（
商
務
印
書
館
、
一
九
四
七
年
）
の
「
關
隴
集
團
」

論
を
受
け
た
プ
ー
リ
ィ
ブ
ラ
ン
ク
や
ト
ゥ
イ
チ
ェ
ッ
ト
ら
の
硏
究
が
中
心
で
あ
る
。

中
村
圭
爾
『
六
朝
貴
族
制
硏
究
』（
前
揭
）
を
參
照
。

（
5
）　（
咸
熙
元
年
）
秋
七
⺼
、（
文
）
帝
奏
、
司
空
荀
顗
定
禮
儀
、
中
護
軍
賈
充
正
法
律
、

尙
書
僕
射
裴
秀
議
官
制
、
太
保
鄭
沖
總
而
裁
焉
。
始
建
五
等
爵
（『
晉
書
』
卷
二
　

文

帝
紀
）。

（
6
）　
渡
邉
義
浩
「
西
晉
に
お
け
る
國
子
學
の
設
立
」（『
東
洋
硏
究
』
一
五
九
、
二
〇
〇

六
年
、『
西
晉
「
儒
敎
國
家
」
と
貴
族
制
』
前
揭
に
所
收
）。

（
7
）　
晉
官
品
。
第
一
品
、
公
、
諸
位
從
公
、
開
國
郡
公
・
縣
公
爵
。
第
二
品
、
特
進
、

驃
騎
・
車
騎
・
衞
將
軍
、
諸
大
將
軍
、
諸
持
節
都
督
、
開
國
侯
・
伯
・
子
・
男
爵

（『
通
典
』
卷
三
十
七
　

職
官
十
五
）。
な
お
、
閻
步
克
『
品
位
與
職
位
―
秦
漢
魏
晉
南

北
朝
官
階
制
度
硏
究
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
二
年
）
は
、
魏
官
品
を
檢
討
し
て
、

魏
の
官
品
で
は
封
爵
と
中
正
品
と
が
無
關
係
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

國
家
的
身
分
制
と
し
て
の
貴
族
制
の
成
立
は
、
西
晉
時
代
で
あ
る
。

（
8
）　
渡
邉
義
浩
「
所
㊒
と
文
化
―
中
國
貴
族
制
硏
究
へ
の
一
視
角
」（
前
揭
）
に
お
い

て
、
貴
族
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
中
國
の
三
世
紀
か
ら
九
世
紀
、

こ
と
に
兩
晉
南
北
朝
を
中
心
に
支
配
階
層
を
形
成
し
た
貴
族
は
、
⑴
農
民
に
對
す
る

直
接
的
・
間
接
的
支
配
者
で
あ
る
と
い
う
階
級
支
配
者
と
し
て
の
側
面
、
⑵
國
家
の

高
官
を
代
々
世
襲
す
る
と
い
う
政
治
的
支
配
者
と
し
て
の
側
面
、
⑶
「
庶
」
に
對
し

て
「
士
」
の
身
分
を
持
つ
と
い
う
身
分
的
優
位
者
と
し
て
の
側
面
、
⑷
一
般
庶
民
が

關
與
し
え
な
い
文
化
を
擔
う
と
い
う
文
化
的
優
越
者
と
し
て
の
側
面
の
ほ
か
、
⑸
皇

帝
權
力
に
對
し
て
自
律
性
を
保
持
す
る
と
い
う
側
面
（
家
系
を
重
ん
じ
る
名
族
主
義

や
閉
鎻
的
な
通
婚
圈
を
形
成
す
る
人
的
結
合
、
貴
族
で
あ
る
者
と
他
者
と
を
峻
別
す

る
仲
間
意
識
な
ど
）
を
屬
性
と
し
て
持
つ
。
西
晉
は
、
國
家
的
身
分
制
に
よ
る
貴
族

制
に
よ
り
、
⑸
を
毀
損
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
9
）　
渡
邉
義
浩
「
西
晉
に
お
け
る
五
等
爵
制
と
貴
族
制
の
成
立
」（『
史
學
雜
誌
』
一
一

六
―
三
、
二
〇
〇
七
年
、『
西
晉
「
儒
敎
國
家
」
と
貴
族
制
』
前
揭
に
所
收
）。
な
お
、

北
魏
で
は
、『
魏
書
』
卷
一
百
十
三
　

官
氏
志
の
天
賜
元
年
九
⺼
條
に
、「
五
等
の
爵

を
減
じ
て
、
始
め
て
分
か
ち
て
四
と
爲
す
。
…
…
王
は
第
一
品
、
公
は
第
二
品
、
侯

は
第
三
品
、
子
は
第
四
品
な
り
（
減
五
等
之
爵
、
始
分
爲
四
。
…
…
王
第
一
品
、
公

第
二
品
、
侯
第
三
品
、
子
第
四
品
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
爵
位
と
官
品
は
連
動
し
、

さ
ら
に
世
襲
的
に
將
軍
號
が
與
え
ら
れ
て
い
た
。
九
品
中
正
制
度
の
鄕
品
を
規
定
す

る
こ
と
に
よ
り
、
國
家
的
身
分
制
と
し
て
の
貴
族
制
を
創
り
あ
げ
た
西
晉
の
五
等
爵

制
に
比
べ
て
、
北
魏
の
五
等
爵
制
は
さ
ら
に
露
骨
に
、
高
い
爵
位
を
世
襲
す
る
者
に
、

高
い
官
職
を
與
え
て
い
る
。

（
10
）　
袴
田
郁
一
「
兩
晉
に
お
け
る
爵
制
の
再
編
と
展
開
―
五
等
爵
制
を
中
心
と
し
て
」

（『
論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想
』
二
三
、
二
〇
一
四
年
）。
な
お
、
周
國
林
「
西
晉

分
封
制
度
的
演
變
」（『
華
中
師
範
大
學
學
報
』
哲
學
社
會
科
學
版
、
一
九
九
三
―
三
、

一
九
九
三
年
）
に
よ
れ
ば
、
西
晉
の
封
邑
は
時
期
と
共
に
邑
數
が
增
加
し
、
こ
と
に

惠
帝
期
に
濫
封
さ
れ
て
い
く
と
い
う
。
王
安
泰
「
東
晉
南
朝
五
等
爵
制
的
虛
散
化
現

象
―
以
「
開
國
」、「
五
等
」
爵
爲
中
心
」（
甘
懷
眞
（
編
）『
身
分
、
文
化
與
權
力
―

士
族
硏
究
新
探
』
國
立
臺
灣
大
學
出
版
中
心
、
二
〇
一
二
年
）
を
參
照
。
こ
の
ほ
か
、

楊
光
輝
『
漢
唐
封
爵
制
度
』（
學
苑
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）、
周
一
良
『
魏
晉
南
北

朝
史
札
記
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
）、
戶
川
貴
行
「
東
晉
宋
初
的
五
等
爵
―
以

五
等
爵
與
民
爵
關
係
爲
中
心
」（『
中
國
中
古
史
硏
究
』
一
、
中
華
書
局
、
二
〇
一
一



東
晉
の
貴
族
制
と
五
等
爵

二
七

年
）
な
ど
も
參
照
。

（
11
）　
愍
帝
卽
位
、
以
（
華
）
恆
爲
尙
書
、
進
爵
苑
陵
縣
公
。
…
…
成
帝
卽
位
、
加
散
騎

常
侍
、
領
國
子
祭
酒
。
咸
和
初
、
以
愍
帝
時
賜
爵
・
進
封
一
皆
削
除
。
恆
更
以
討
王

敦
功
、
封
苑
陵
縣
侯
、
復
領
太
常
（『
晉
書
』
卷
四
十
四
　

華
表
傳
附
華
恆
傳
）。

（
12
）　
庾
亮
に
つ
い
て
は
、
張
國
安
「
庾
亮
專
權
與
東
晉
統
治
集
團
的
內
部
鬪
爭
」（『
河

南
師
範
大
學
學
報
』
一
九
八
八
―
二
、
一
九
八
八
年
）、
李
濟
滄
「
論
庾
亮
」（『
中

華
文
史
論
叢
』
八
三
、
二
〇
〇
六
年
、『
東
晉
貴
族
政
治
史
論
』
前
揭
に
所
收
）
な

ど
を
參
照
。

（
13
）　
時
（
元
）
帝
方
任
刑
法
、
以
韓
子
賜
皇
太
子
。（
庾
）
亮
諫
以
、
申
・
韓
刻
薄
傷

化
、
不
足
留
聖
心
。
太
子
甚
納
焉
（『
晉
書
』
卷
七
十
三
　

庾
亮
傳
）。
ま
た
、
後
漢

「
儒
敎
國
家
」
が
豪
族
の
規
制
力
を
利
用
す
る
「
寬
」
治
を
展
開
し
た
こ
と
に
對
し

て
、
曹
操
が
法
刑
を
尊
重
す
る
「
猛
」
政
で
君
主
權
力
の
伸
長
を
圖
っ
た
こ
と
は
、

渡
邉
義
浩
「「
寬
」
治
か
ら
「
猛
」
政
へ
」（『
東
方
學
』
一
〇
二
、
二
〇
〇
一
年
、

『
三
國
政
權
の
構
造
と
「
名
士
」』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
に
所
收
）
を
參
照
。
そ

し
て
、
こ
う
し
た
元
帝
の
「
猛
」
政
へ
の
反
發
が
王
敦
の
亂
を
招
い
た
こ
と
は
、
唐

長
孺
「
王
敦
之
亂
與
所
謂
刻
碎
之
政
」（『
魏
晉
南
北
朝
史
論
拾
遺
』
中
華
書
局
、
一

九
八
三
年
）
の
ほ
か
、
川
勝
義
雄
『
六
朝
貴
族
制
社
會
の
硏
究
』（
岩
波
書
店
、
一

九
八
二
年
）、
金
民
壽
「
東
晉
西
晉
の
成
立
過
程
―
司
馬
睿
（
元
帝
）
の
府
僚
を
中

心
と
し
て
」（『
東
洋
史
硏
究
』
四
八
―
一
、
一
九
八
九
年
）、
田
餘
慶
『
東
晉
門
閥

政
治
』（
前
揭
）、
田
中
一
輝
「
東
晉
初
期
に
お
け
る
皇
帝
と
貴
族
」（『
東
洋
學
報
』

九
二
―
四
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
を
參
照
。

（
14
）　
王
丞
相
爲
揚
州
、
遣
八
部
從
事
之
職
。
顧
和
時
爲
下
傳
、
還
同
時
俱
見
。
諸
從
事

各
奏
二
千
石
・
官
長
得
失
。
至
和
獨
無
言
。
王
問
顧
曰
、
卿
何
所
聞
。
答
曰
、
明
公

作
輔
、
寧
使
網
漏
吞
舟
、
何
緣
採
聽
風
聞
、
以
爲
察
察
之
政
。
丞
相
咨
嗟
稱
佳
。
諸

從
事
自
視
缺
然
也
（『
世
說
新
語
』
規
箴
第
十
）。
ま
た
、『
晉
書
』
卷
八
十
三
　

顧
和

傳
も
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
採
錄
す
る
。
な
お
、
王
導
が
江
南
大
姓
と
結
ん
だ
こ
と
は
、

陳
寅
恪
「
述
東
晉
王
導
之
功
業
」（『
金
明
館
叢
稿
初
編
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九

八
〇
年
）
を
參
照
。

（
15
）　（
王
）
導
因
進
計
曰
、
古
之
王
者
、
莫
不
賓
禮
故
老
、
①

存
問
風
俗
、
虛
已
傾
心
、

以
招
俊
乂
。
況
天
下
喪
亂
、
九
州
分
裂
、
大
業
草
創
、
急
於
得
人
者
乎
。
②

顧
榮
・

賀
循
、
此
土
之
望
、
未
若
引
之
以
結
人
心
。
二
子
既
至
、
則
無
不
來
矣
。（
元
）
帝

乃
使
導
躬
造
循
・
榮
二
人
、
皆
應
命
而
至
。
由
是
吳
・
會
風
靡
、
百
姓
歸
心
焉
。
自

此
之
後
、
漸
相
崇
奉
、
君
臣
之
禮
始
定
（『
晉
書
』
卷
六
十
五
　

王
導
傳
）。

（
16
）　
渡
邉
義
浩
「『
抱
朴
子
』
の
歷
史
認
識
と
王
導
の
江
東
政
策
」（『
東
洋
文
化
硏
究

所
紀
要
』
一
六
六
、
二
〇
一
四
年
、『「
古
典
中
國
」
に
お
け
る
史
學
と
儒
敎
』
汲
古

書
院
、
二
〇
二
二
年
に
所
收
）
を
參
照
。

（
17
）　
陸
遜
・
陸
抗
父
子
と
孫
吳
政
權
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「
孫
吳
政
權

の
形
成
」（『
漢
學
會
誌
』
三
八
、
一
九
九
九
年
年
）、「
孫
吳
政
權
の
展
開
」（『
漢
學

會
誌
』
三
九
、
二
〇
〇
〇
年
）、
い
ず
れ
も
『
三
國
政
權
の
構
造
と
「
名
士
」』（
前

揭
）
に
所
收
を
參
照
。

（
18
）　
陸
機
の
政
治
的
動
向
と
そ
の
「
五
等
諸
侯
論
」
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「
陸
機

の
「
封
建
」
論
と
貴
族
制
」（『
日
本
中
國
學
會
報
』
六
二
、
二
〇
一
〇
年
、『
西
晉

「
儒
敎
國
家
」
と
貴
族
制
』
前
揭
に
所
收
）
を
參
照
。

（
19
）　
王
丞
相
初
在
江
左
、
欲
結
援
吳
人
、
請
婚
陸
太
尉
。
對
曰
、
培
塿
無
松
栢
、
薰
蕕

不
同
器
。
玩
雖
不
才
、
義
不
爲
亂
倫
之
始
（『
世
說
新
語
』
方
正
第
五
）。
な
お
、

『
晉
書
』
卷
七
十
七
　

陸
曄
傳
附
陸
玩
傳
に
も
ほ
ぼ
同
樣
の
記
載
が
あ
る
。

（
20
）　
陸
玩
拜
司
空
。
㊒
人
詣
之
、
索
美
酒
。
得
便
自
起
、
瀉
箸
梁
柱
間
地
、
祝
曰
、
當

今
乏
才
、
以
爾
爲
柱
石
之
用
。
莫
傾
人
棟
梁
。
玩
笑
曰
、
戢
卿
良
箴
（『
世
說
新
語
』

規
箴
第
十
）。

（
21
）　
渡
邉
義
浩
「『
世
說
新
語
』
に
お
け
る
王
導
の
表
現
と
南
北
問
題
」（『
早
稻
田
大

學
大
學
院
文
學
硏
究
科
紀
要
』
六
二
、
二
〇
一
七
年
、『「
古
典
中
國
」
に
お
け
る
小

說
と
儒
敎
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
七
年
に
所
收
）
を
參
照
。
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（
22
）　
王
氏
、
後
揭
の
謝
氏
の
系
譜
に
つ
い
て
は
、
稻
田
尹
「
王
謝
の
系
譜
―
世
說
新
語

を
中
心
と
し
て
」（『
鹿
兒
島
大
學
文
科
報
吿
』
四
・
五
・
七
・
八
―
一
～
一
〇
―

一
・
一
三
～
一
六
、
一
九
六
八
～
一
九
八
〇
年
）、
矢
野
主
稅
『
改
訂
　

魏
晉
百
官
世

系
表
』（
長
崎
大
學
史
學
會
、
一
九
七
一
年
）、
王
伊
同
『
五
朝
門
第
―
附
高
門
權
門

世
系
婚
姻
表
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年
）、
堂
園
淑
子
・
大
平
幸
代
「
魏
晉
南
北

朝
四
氏
世
系
表
（
上
）
河
內
溫
司
馬
氏
・
陳
郡
陽
夏
謝
氏
、（
下
）
琅
邪
王
氏
・
蘭

陵
蕭
氏
」（『
六
朝
學
術
學
會
報
』
五
・
六
、
二
〇
〇
四
～
二
〇
〇
五
年
）
を
參
照
。

（
23
）　
田
餘
慶
『
東
晉
門
閥
政
治
』（
前
揭
）
に
よ
れ
ば
、
司
馬
懿
に
殺
さ
れ
た
曹
魏
の

大
司
農
桓
範
が
高
祖
で
あ
る
と
い
う
。
司
馬
氏
に
よ
り
處
刑
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
け
っ
し
て
五
等
爵
を
持
ち
、
世
襲
を
國
家
か
ら
保
證
さ
れ
た
貴
族
で
は
な
い
。

な
お
、
桓
溫
に
つ
い
て
は
、
王
永
平
・
戚
雲
龍
「
試
論
桓
溫
北
伐
與
東
晉
門
閥
政

治
」（『
揚
州
師
院
學
報
』
社
會
科
學
版
一
九
八
六
―
四
、
一
九
八
六
年
）、
寧
稼
雨

「
桓
溫
―
東
晉
門
閥
と
皇
權
聯
盟
機
制
的
挑
戰
者
」（『
文
史
知
識
』
二
〇
二
一
―
八
、

二
〇
二
一
年
）
な
ど
も
參
照
。

（
24
）　
王
文
度
爲
桓
公
長
史
。
桓
爲
兒
求
王
女
。
王
許
咨
藍
田
。
既
還
。
藍
田
愛
念
文
度
、

雖
長
大
、
猶
抱
著
膝
上
。
文
度
因
言
、
桓
求
己
女
婚
。
藍
田
大
怒
、
排
文
度
下
膝
曰
、

惡
見
文
度
已
復
癡
、
畏
桓
溫
面
。
兵
、
那
可
嫁
女
與
之
。
文
度
還
報
云
、
下
官
家
中
、

先
得
婚
處
。
桓
公
曰
、
吾
知
矣
。
此
尊
府
君
不
肯
耳
。
後
桓
女
、
遂
嫁
文
度
兒

（『
世
說
新
語
』
方
正
第
五
）。

（
25
）　
九
品
中
正
制
度
に
お
け
る
人
物
評
價
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「『
山
公
啓
事
』

に
み
え
る
貴
族
の
自
律
性
」（『
中
國
文
化
―
硏
究
と
敎
育
』
六
七
、
二
〇
〇
九
年
、

『
西
晉
「
儒
敎
國
家
」
と
貴
族
制
』
前
揭
に
所
收
）
を
參
照
。

（
26
）　
隋
唐
時
代
の
貴
族
制
と
閉
鎻
的
婚
姻
制
度
に
つ
い
て
は
、
池
田
溫
『
唐
史
論
攷
―

氏
族
制
と
均
田
制
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
四
年
）、
と
く
に
第
一
部
第
六
章
の
「
貴

族
制
の
沒
落
」
を
參
照
。

（
27
）　『
晉
書
』
卷
七
十
五
　

王
坦
之
傳
。
な
お
、「
周
公
居
攝
の
故
事
」
と
王
莽
の
簒
奪
、

竇
嬰
の
景
帝
批
判
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
『「
古
典
中
國
」
の
形
成
と
王
莽
』（
汲

古
書
院
、
二
〇
二
一
年
）
を
參
照
。

（
28
）　
簡
文
晏
駕
、
遺
詔
桓
溫
、
依
諸
葛
亮
・
王
導
故
事
。
溫
大
怒
、
以
爲
、
黜
其
權
、

謝
安
・
王
坦
之
所
建
也
。
入
赴
山
陵
、
百
官
拜
于
衟
側
、
在
位
望
者
、
戰
慄
失
色
。

或
云
、
自
此
欲
殺
王
・
謝
（『
世
說
新
語
』
雅
量
第
六
㊟
引
『
晉
安
帝
紀
』）。

（
29
）　
桓
公
伏
甲
設
饌
、
廣
延
朝
士
、
因
此
欲
誅
謝
安
・
王
坦
之
。
王
甚
遽
、
問
謝
曰
、

當
作
何
計
。
謝
神
意
不
變
、
謂
文
度
曰
、
晉
阼
存
亡
、
在
此
一
行
。
相
與
俱
前
。
王

之
恐
狀
、
轉
見
於
色
、
謝
之
寬
容
、
愈
表
於
貌
。
望
階
趨
席
、
方
作
洛
生
詠
、
諷
浩

浩
洪
流
。
桓
憚
其
曠
遠
、
乃
趣
解
兵
。
王
・
謝
舊
齊
名
、
於
此
始
判
優
劣
（『
世
說

新
語
』
雅
量
第
六
）。

（
30
）　
桓
溫
と
謝
安
に
つ
い
て
は
、
金
民
壽
「
桓
溫
か
ら
謝
安
に
至
る
東
晉
中
期
の
政
治

―
桓
溫
の
府
僚
を
中
心
と
し
て
」（『
史
林
』
七
五
、
一
九
九
二
年
）
を
參
照
。
ま
た
、

謝
安
の
政
治
が
王
導
に
近
い
こ
と
は
、
李
濟
滄
「〝
和
靖
〟
與
〝
寬
和
〟
―
東
晉
中

期
的
國
家
與
社
會
互
動
關
係
（『
魏
晉
南
北
朝
隋
唐
史
資
料
』
二
四
、
二
〇
〇
八
年
、

『
東
晉
貴
族
政
治
史
論
』
前
揭
に
所
收
）
を
參
照
。

（
31
）　
謝
萬
北
征
、
常
以
嘯
詠
自
高
、
未
嘗
撫
慰
衆
士
。
謝
公
甚
器
愛
萬
、
而
審
其
必
敗
、

乃
俱
行
。
從
容
謂
萬
曰
、
汝
爲
元
帥
。
宜
數
喚
諸
將
宴
會
、
以
說
衆
心
。
萬
從
之
、

因
召
集
諸
將
、
都
無
所
說
、
直
以
如
意
指
四
坐
云
、
諸
君
皆
是
勁
卒
。
諸
將
甚
忿
恨

之
。
謝
公
欲
深
著
恩
信
、
自
隊
主
・
將
帥
以
下
、
無
不
身
造
、
厚
相
遜
謝
。
及
萬
事

敗
、
軍
中
因
欲
除
之
。
復
云
、
當
爲
隱
士
。
故
幸
而
得
免
（『
世
說
新
語
』
簡
傲
第

二
十
四
）。

（
32
）　
王
右
軍
與
謝
太
傅
共
登
冶
城
。
謝
悠
然
遠
想
、
㊒
高
世
之
志
。
王
謂
謝
曰
、
夏
禹

勤
王
、
手
足
腁
胝
、
文
王
旰
⻝
、
日
不
暇
給
。
今
四
郊
多
壘
、
宜
人
人
自
效
。
而
虛

談
廢
務
、
浮
文
妨
要
、
恐
非
當
今
所
宜
。
謝
答
曰
、
秦
任
商
鞅
、
二
世
而
亡
。
豈
淸

言
致
患
邪
（『
世
說
新
語
』
言
語
第
二
）。

（
33
）　
謝
公
作
宣
武
司
馬
、
屬
門
生
數
十
人
於
田
曹
中
郞
趙
悅
子
。
悅
子
以
吿
宣
武
。
宣



東
晉
の
貴
族
制
と
五
等
爵

二
九

武
云
、
且
爲
用
半
。
趙
俄
而
悉
用
之
。
曰
、
昔
安
石
在
東
山
、
縉
紳
敦
逼
、
恐
不
豫

人
事
。
況
今
自
鄕
選
。
反
違
之
邪
（『
世
說
新
語
』
賞
譽
第
八
）。

（
34
）　
劉
毅
の
九
品
中
正
制
度
批
判
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「
西
晉
に
お
け
る

五
等
爵
制
と
貴
族
制
の
成
立
」（
前
揭
）
を
參
照
。

（
35
）　
桓
玄
に
つ
い
て
は
、
吕吕
俏
霞
「
東
晉
門
閥
政
治
中
的
桓
氏
父
子
」（『
南
京
曉
莊
學

院
學
報
』
二
〇
―
一
、
二
〇
〇
四
年
）、
張
軍
「
東
晉
桓
溫
軍
府
對
桓
玄
建
楚
的
影

响
」（『
閱
江
學
刊
』
二
〇
一
四
―
六
、
二
〇
一
四
年
）
な
ど
を
參
照
。

（
36
）　
渡
邉
義
浩
「『
世
說
新
語
』
の
編
纂
意
圖
」（『
東
洋
文
化
硏
究
所
紀
要
』
一
七
〇
、

二
〇
一
六
年
、『「
古
典
中
國
」
に
お
け
る
小
說
と
儒
敎
』
前
揭
に
所
收
）。


